
（平成２１年７月２３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 139 件

国民年金関係 36 件

厚生年金関係 103 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 87 件

国民年金関係 33 件

厚生年金関係 54 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案 4992 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年３月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 43年１月から 44年２月まで 

             ② 昭和 50年３月 

    私は、結婚後、区役所からの加入勧奨を受けて国民年金の加入手続を行った

際、区の職員から、未納分の国民年金保険料を納付することができることを聞

き、さかのぼって保険料をまとめて納付したことを記憶している。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 51年 11

月ごろに払い出されており、その時点で、当該期間は、国民年金保険料を過

年度納付することが可能な期間であるとともに、直後の保険料は過年度納付

しており、当該期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

また、申立人は、さかのぼって保険料を納付するに至った経緯等について

具体的に記憶している上、当該期間は１か月と短期間で、申立人は、申立期

間を除き、60 歳に至るまで保険料をすべて納付しており、厚生年金保険か

ら国民年金への切替手続も適切に行っているなど、申立内容に不自然さは見

られない。    

２ しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、

さかのぼって保険料を納付した期間、納付金額等の納付状況に関する記憶が

曖昧
あいまい

であり、また、申立人は、国民年金の加入手続時以外には、保険料をさ

かのぼって納付したことはないと供述するなど、当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  さらに、上記の手帳記号番号が払い出された時点では、当該期間は時効に



                      

  

より保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4993 

                       

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年９月から 47 年３月までの期間、48 年１月から同年３月

まで期間及び 50 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年９月から 47年３月まで 

② 昭和 48年１月から同年３月まで 

③ 昭和 50年１月から同年３月まで 

    私は、昭和 45 年に会社を退職後、夫婦二人の国民年金の加入手続を行っ

た。国民年金保険料は、元妻が、夫婦二人分を一緒に市役所で納付していた。

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 46年４

月ごろに夫婦連番で払い出されており、その時点で、当該期間の国民年金保

険料は現年度納付が可能な期間であり、直後の保険料は納付済みである。 

また、申立期間②及び③については、いずれも３か月と短期間であり、当

該期間前後の保険料は現年度納付していることが確認できる上、当該期間及

びその前後の期間当時の申立人の生活状況に特段の変化は認められない。 

さらに、保険料を納付していたとする申立人の元妻は、保険料の納付場所、

納付方法等の納付状況について具体的に説明している上、申立人が居住して

いた市では、市役所内に所在する金融機関で保険料を収納していたことが確

認でき、加えて、申立人及びその元妻は、申立期間を除き、国民年金加入期

間の保険料をすべて納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて、総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4994 

                       

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年９月から 47 年３月までの期間、48 年１月から同年３月

まで期間及び 50 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年９月から 47年３月まで 

② 昭和 48年１月から同年３月まで 

③ 昭和 50年１月から同年３月まで 

    私の元夫が、昭和 45 年に会社を退職後、夫婦二人の国民年金の加入手続

を行った。国民年金保険料は、私が、夫婦二人分を一緒に市役所で納付して

いた。申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 46年４

月ごろに夫婦連番で払い出されており、その時点で、当該期間の国民年金保

険料は現年度納付が可能な期間であり、直後の保険料は納付済みである。 

また、申立期間②及び③については、いずれも３か月と短期間であり、当

該期間前後の保険料は現年度納付していることが確認できる上、当該期間及

びその前後の期間当時の申立人の生活状況に特段の変化は認められない。 

さらに、申立人は、保険料の納付場所、納付方法等の納付状況について具

体的に説明している上、申立人が居住している市では、市役所内に所在する

金融機関で保険料を収納していたことが確認でき、加えて、申立人及びその

元夫は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付

しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて、総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4995 

                                

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年７月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年５月から 50年９月まで 

    私は、夫と義母に勧められ、区役所出張所で国民年金の加入手続を行った。

その際、職員から、さかのぼって国民年金保険料を納付することを勧めら

れ、分割で保険料を納付した。保険料は、出張所や送付された納付書によ

り金融機関で納付したと記憶している。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 50年７月から同年９月までの期間については、申

立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 52年 10月ごろに払い出されており、

その時点で、当該期間は国民年金保険料を過年度納付することが可能な期間

であるとともに、直後の保険料は過年度納付している。また、申立人は、保

険料の納付場所に関して具体的に説明しているとともに、申立期間を除き、

60歳に至るまで保険料をすべて納付しているなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

  ２ しかしながら、申立期間のうち、昭和 39年５月から 50年６月までの期間

については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入時期に関する

記憶が曖昧
あいまい

であり、また、申立人が居住していた区では、保険料の納付方法

が印紙検認方式から納付書方式に、当該期間の中途で移行しているが、申立

人は、印紙で保険料を納付した記憶はないと供述するなど、当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    さらに、上記の手帳記号番号が払い出された時点では、当該期間は、時効

により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されて



                      

  

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年７月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4996 

                      

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 40年１月から 41年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月から 41年３月まで 

 私は、夫が会社を退職した昭和 39 年 12月ごろ、自宅に来た区の職員に勧

められて、夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、私が、夫婦二人分の国民

年金保険料を集金人に納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和40年１月から41年３月までの期間については、申立

人の国民年金手帳の記号番号は、40年７月ごろに夫婦連番で払い出されてお

り、その時点で、当該期間は国民年金保険料を現年度納付及び過年度納付す

ることが可能な期間である。また、申立人は、国民年金の加入経緯及び保険

料の納付方法等について具体的に説明しているとともに、申立人夫婦が居住

していた区では、区の専任徴収員が戸別訪問により国民年金の加入勧奨して

いたこと及び当時、都の職員が戸別訪問により過年度保険料の集金を行って

いたことが確認できる。さらに、申立人は、申立期間を除き、60歳に至るま

での国民年金加入期間の保険料をすべて納付しているなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

２ しかしながら、申立期間のうち、昭和39年12月については、申立人が当該

期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

は無く、申立人は、さかのぼって保険料を納付した期間等に関する記憶が

曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。また、当該期間は、平成２年６月の社会保険庁による

記録整備によって、申立人夫婦が、当時、国民年金の強制加入対象者であっ

たために生じた未納期間であり、その時点では、当該期間は時効により保険

 



                      

  

料を納付できない期間である。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和40年１月から41年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4997 

                      

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 40年１月から 41年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月から 41年３月まで 

 私が会社を退職した昭和 39年 12月ごろ、妻が、自宅に来た区の職員に勧

められて、夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保

険料を集金人に納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和40年１月から41年３月までの期間については、申立

人の国民年金手帳の記号番号は、40年７月ごろに夫婦連番で払い出されてお

り、その時点で、当該期間は国民年金保険料を現年度納付及び過年度納付す

ることが可能な期間である。また、申立人の妻は、国民年金の加入経緯及び

保険料の納付方法等について具体的に説明しているとともに、申立人夫婦が

居住していた区では、区の専任徴収員が戸別訪問により国民年金の加入勧奨

していたこと及び当時、都の職員が戸別訪問により過年度保険料の集金を行

っていたことが確認できる。さらに、申立人は、申立期間を除き、60歳に至

るまでの国民年金加入期間の保険料をすべて納付しているなど、申立内容に

不自然さは見られない。 

２ しかしながら、申立期間のうち、昭和39年12月については、申立人の妻が

当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、保険料を納付していたとする妻は、さかのぼって保険料を納付

した期間等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。また、当該期間は、平成３

年１月の社会保険庁による記録整備によって、申立人夫婦が、当時、国民年

金の強制加入対象者であったために生じた未納期間であり、その時点では、

 



                      

  

当該期間は時効により保険料を納付できない期間である。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和40年１月から41年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4999 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成３年６月から４年１月までの国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年６月から４年１月まで 

             ② 平成４年４月から同年 12月まで 

    私は、退職後に国民年金に加入し、国民年金保険料を３か月納付したが、

その後は納付していなかった。再就職後に未納期間について保険料を納付

するようにとの督促を受けたため、分割して発行してもらった納付書で妻

が何回かに分けて納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人は、会社を退職した直後の平成３年６月に国

民年金の加入手続を行ったことが確認でき、当該期間の国民年金保険料は現年

度納付することが可能であった。また、申立人は、未納期間の保険料の督促を

受け、分割して発行してもらった納付書で納付し終えた時期は５年末又は６年

初めごろと記憶しており、当該期間直後の４年２月及び同年３月の保険料は６

年３月に納付されていることが確認できることなどから、当該期間の保険料は、

国民年金加入直後に３か月分については現年度納付し、その後の期間について

は５年の再就職後に分割してさかのぼって納付したとする申立内容に不自然

さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人の妻が当該期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、妻は、保険

料の納付時期等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、平成６年 12 月

に申立人に対して過年度保険料の納付書が発行された記録があり、当該納付書

の対象期間は、その時点で時効期間が経過していなかった当該期間末の４年

11 月及び同年 12 月と考えられることから、６年 12 月時点では、当該期間の



                      

  

保険料は納付し終えていなかったと考えられる。さらに、上記のとおり、申立

人は平成６年度以降に保険料を納付した記憶は無く、申立人の保険料を納付し

ていたとする妻の国民年金手帳の記号番号は４年６月ごろに払い出されてい

ることが確認でき、妻には当該期間を含めて５年１月に第３号被保険者となる

前までの納付書が送付されていたと考えられるものの、妻は、当該期間を含め

て自身の保険料が未納であるなど、妻が当該期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち、平成

３年６月から４年１月までの国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



                      

  

東京国民年金 事案 5000 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 39年 1月から 40年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 40年３月まで 

私の母は、私が 20 歳になってしばらくして、私の国民年金の加入手続を

行ってくれ、以後しばらく、私が母にお金を渡して国民年金保険料を納付し

ていた。申立期間もさかのぼって納付しているはずである。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間及び免除期間を除き、国民年金保険料をすべて納付し

ており、申立期間のうち、昭和 39 年１月から 40 年３月までの期間について

は、申立人が国民年金保険料の納付を開始したことが確認できる 41年２月の

時点で当該期間の保険料を過年度納付することが可能な期間である上、申立

人が当初に母親に渡したとする 2,000 円程度という保険料額は、当該期間の

保険料と 41年２月に一括納付している 40年４月から 41年３月までの保険料

を納付した場合の金額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

しかしながら、昭和 38 年４月から同年 12 月までの期間については、申立

人の母親が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び当該期間の保険料

の納付に関与しておらず、保険料を納めていたとする母親から当時の納付状

況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であるなど、母親

が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。また、上記の保険料の納付を開始した 41年２月時点では、当該期間は

時効により保険料を納付することができない期間であり、別の手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



                      

  

昭和 39 年 1 月から 40 年３月までの国民年金保険料を、納付していたものと

認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5001 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 42年４月から 44年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 17年生 

    住    所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 44年３月まで 

    私は、結婚後に、突然、国民年金手帳と納付書が自宅に送られてきたので、

昭和 44年９月頃よりは前の時期にさかのぼって国民年金保険料を納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間

のうち、昭和 42 年４月から 44 年３月までの期間については、申立人は、送

付された納付書で納付した時期について、44 年２月の出産より後で、同年４

月から９月までの保険料を納付した同年９月時点よりも前であったと説明し

ていること、また、申立人が当時居住していた区では保険料の納付方法は印

紙検認方式であったが、申立人は印紙検認による納付とは別に納付書により

当該期間の保険料を納付したと説明しており、この納付方法は過年度保険料

の納付方法と一致すること、申立人が所持する国民年金手帳の 42年度及び 43

年度の印紙検認台紙にメモされている保険料額は、それぞれの年度の保険料

額と一致することなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和 40年４月から 42年３月までの期間に

ついては、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、上記の申立人が納付したとする時点では、当

該期間の大部分又は全部は時効により保険料を納付することができない期間

であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 42 年４月から 44 年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5002 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56年 10月から 59年８月までの期間及び 62年４月から同年６

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年 10月から 59 年８月まで 

             ② 昭和 62年４月から同年６月まで 

    私は、会社を退職後に国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を銀行の

口座振替で納付してきた。申立期間①が国民年金に未加入で保険料が未納

とされ、申立期間②の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、当該期間直前の昭和 55年４月から 56年９月までの

期間の国民年金保険料は、社会保険庁のオンライン記録から 63 年１月に納付

済みとして記録追加されたことが確認でき、また、申立人の妻は、市が保管す

る国民年金被保険者名簿では 55 年度の保険料は納付済みとなっているにもか

かわらず、オンライン記録では未納となっているなど、行政側において申立人

及び妻に係る記録管理が適切に行われていなかった状況が見られる。さらに、

申立人の妻は、当該被保険者名簿により、59 年４月に記録訂正されるまで、

56 年４月からの３年間が申請免除期間であったことが確認できることから、

この申請免除期間に対応する当該期間のうち 56 年 10 月から 59 年３月までの

期間が未加入期間となっているのは不自然であり、当時、当該期間は納付可能

な加入期間であったと考えられるなど、継続して当該期間の保険料を納付して

いたとする申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間②については、当該期間は３か月と短期間であり、前後の期間の保

険料は納付済みであるなど、当該期間の保険料が未納となっていることは不自

然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5003 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 45年３月 

私は、昭和 45年３月に会社を退職する際、人事担当者から、「退職日まで

は厚生年金保険の加入期間で、明日からは国民年金の加入期間になるから自

分できちんと手続するように」と教えられたので、区役所に行き国民年金の

加入手続をした。その後も、会社を退職する度に、きちんと手続をして保険

料も未納がないように納付してきた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間については申立期間を除き国民年金保険料をす

べて納付しており、申立期間後の厚生年金保険から国民年金への３回の切替手

続を適切に行っている上、昭和 53 年４月から平成３年１月までの期間の保険

料については昭和 60年度分を除き前納している。 

 また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 45 年６月に払い出されて

おり、当該払出時点で、申立期間の保険料は過年度納付することが可能である

上、申立期間は１か月と短期間であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5012 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年１月から同年５月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年１月から同年５月まで      

    私の夫は、私が勤務していた会社を退職した平成元年１月に、私の国民年

金の加入手続をし、国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。                   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付

しており、申立期間は５か月と短期間である。また、申立人は、申立期間を除

く４回の厚生年金保険から国民年金への切替手続を適切に行っているなど、申

立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5013                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年４月から平成４年１月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年４月から平成４年１月まで      

私は、国民年金に加入した昭和 47年から 65 歳になるまで付加保険料を含

めて国民年金保険料を納付してきた。申立期間の付加保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金に加入した昭和 47年９月から 65歳にな

る前月まで、付加保険料を含めて国民年金保険料をすべて納付している。また、

納付書又は口座振替により納付したとする方法は、当時申立人が居住していた

市の納付方法と合致しているとともに、納付したとする付加保険料の金額は、

当時の付加保険料額と一致している。さらに、申立人が所持する国民年金手帳

には、申立人が国民年金に加入した 47 年９月に付加保険料納付を申し出たこ

と及び申立期間直後の平成４年２月に任意加入したことが記載されているの

みで、付加保険料納付を辞退した日は記載されていないなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5016 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50年７月から 53年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年４月から 48年９月まで               

② 昭和 50年７月から 53年３月まで  

    私は昭和 53 年ごろ、将来のことを考え、今までの未納分について市役所

の出張所で相談し、夫の分と一緒に未納分の保険料５～６万円を、４回位に

分けて納付した。申立期間の保険料が未納であることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人が所持する国民年金手帳及び特殊台帳に住

所変更日として記載されている昭和 53 年 12 月ごろは、第３回特例納付実施

期間内であり、特例納付及び過年度納付した納付時期、納付場所等の申立人

の記憶は具体的で、納付したとする金額は、申立期間の保険料額とおおむね

一致している上、申立人が保険料を一緒に納付したとする夫は、特例納付及

び過年度納付により申立期間の保険料が、納付済みとなっているなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の夫

は、申立期間の過半の保険料が未納であるなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭

和 50 年７月から 53 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5017 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年１月から同年３月まで 

    私は、実家に居る時、市役所に勤めていた兄や両親に勧められて自分で国

民年金の加入手続をして、それ以後は必ず保険料を納付してきた。申立期間

の３か月のみ保険料が未納になっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 52 年１月以降、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて

納付しており、申立期間は３か月と短期間である上、申立期間の前後の保険料

は現年度納付されている。 

また、納付書の入手方法、納付方法、納付場所等の申立人の記憶は具体的で

ある上、当時の納付制度と合致しているなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5018 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年７月から 38 年３月までの期間及び

54 年 10 月から 55 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

             ② 昭和 54年 10月から 55年３月まで 

私の申立期間①の保険料については、当時同居していた私の両親が納付し

てくれていたはずである。また、申立期間②については、結婚後の期間なの

で、妻が２人分の保険料を一緒に納付してくれていたはずである。特に申立

期間②については、妻も同期間納付済みであるし、私の前後の期間も納付済

みなのに、それぞれの申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、昭和 36年７月から 38年３月までの期間については、申

立人の国民年金手帳記号番号が払い出された 38年 10月時点では、過年度納付

が可能な期間である上、申立期間当時同居し、申立人の保険料を一緒に納付し

ていたとする母親の36年７月から38年３月までの期間の保険料は過年度納付

されているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間②については、６か月と短期間で、申立期間の前後は納付済みであ

る上、申立人の保険料を一緒に納付したとする妻は、申立期間の保険料が納付

済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①のうち、昭和 36 年４月から同年６月までの期間

については、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳記号番号が払

い出された 38年 10月時点では、当該期間は保険料を時効により納付ができな

い期間である上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭



                      

  

和 36 年７月から 38 年３月までの期間及び 54 年 10 月から 55 年３月まで期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5019 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年７月から 38年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月から 38年３月まで 

    私は、昭和 35年 11月ごろ、妻と一緒に国民年金に加入し、妻が二人分の

国民年金保険料を納付してきた。一緒に納付していた妻の保険料が納付済

みとなっているのに、私の申立期間が未加入期間とされ、保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 35年 11月に妻と連番で払い出され

ており、二人分を一緒に納付していたとする妻の申立期間の保険料は納付され

ている上、国民年金への加入時期、加入手続、保険料の納付方法及び納付場所

等の申立人の記憶は具体的で、当時の加入手続及び納付方法と合致している。 

また、申立期間は国民年金の未加入期間とされているが、手帳記号番号払出

後、昭和 38 年４月に厚生年金に加入するまでの間に、申立人に生活状況等に

変化は無く、資格喪失後に申立期間直前の期間の保険料を納付しており、国民

年金加入資格が喪失となる理由は見当たらないなど、申立内容に不自然さは見

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5020 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年７月から同年９月までの期間、46年４月から同年９月ま

での期間、61年３月、61年７月から同年９月までの期間、61年 11月及び同

年 12月の国民年金保険料については、納付していたものと認められることか

ら、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年７月から同年９月まで 

② 昭和 46年４月から同年９月まで 

③ 昭和 61年３月 

④ 昭和 61年７月から同年９月まで 

⑤ 昭和 61年 11月及び 12月 

私は、夫が夫婦二人分の国民年金保険料を納付しており、すべての期間

について保険料を納付してきた。また、夫婦で未納期間が相違しているのは

不自然であり、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付している。 

また、申立期間①、②、④及び⑤については、それぞれの期間は６か月以下

と短期間であり、申立人は申立期間の前後の保険料を現年度納付している上、

納付方法、納付場所等の申立人の記憶は具体的であるなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

さらに、申立期間③については、１か月と短期間である上、申立期間③及び

直前の昭和 60 年 10 月から 61 年２月までの期間は 61 年 12 月に過年度納付さ

れ、保険料額不足により申立期間③のみが還付されているが、還付決議がされ

た 62 年２月時点では申立期間③は過年度納付が可能な期間であり、納付しな

いのは不自然であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5022 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和43年３月から44年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和43年３月から44年３月まで 

    私は、国民年金の加入手続をした際、過去の国民年金保険料をさかのぼっ

てすべて納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、国民年金

手帳の記号番号が払い出された昭和45年４月時点では、申立期間の保険料を過

年度納付することが可能である。また、申立期間直後の44年４月から45年３月

までの期間の保険料は、申立人が所持する国民年金手帳の検認印により、平成

20年３月に納付済みに記録訂正されており、さらに、納付済みに記録訂正され

た申立期間直後の昭和44年４月から45年３月までの期間は、平成20年３月まで

未加入期間とされていたことなど、行政側において申立人に係る記録管理が適

切に行われていなかった状況が見られる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5023 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和49年４月から50年３月までの国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和45年１月から47年３月まで 

             ② 昭和49年４月から50年３月まで 

    私は、夫に勧められて国民年金に加入した。加入後は未納なく国民年金保

険料を納付してきた。加入手続だけして、保険料を納付しないことは考えら

れない。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立期

間②については、当該期間は12か月と短期間である上、前後の期間の保険料

は納付済みである。また、当該期間の直前の期間である昭和47年４月から49

年３月までの期間の保険料は、当該期間中の49年11月に、さらに、当該期間

の直後の期間である50年４月から同年６月までの保険料は50年４月に納付さ

れていることが確認でき、いずれの納付時点でも当該期間の保険料を現年度

納付することが可能であるなど、当該期間の保険料が未納となっていること

は不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が当

時居住していた市では、当時、集会所等において集合徴収により保険料を収

納し、その後納付書制度が開始されてからは、国民年金手帳を市で預かり保

管していたと説明しているが、申立人は、集合徴収で納付したり手帳を預け

た記憶は無いなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和49年４月から50年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5024 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年４月から 44 年３月までの期間、46 年１月から同年３月

までの期間、50年４月から同年６月までの期間、51年１月及び同年２月の国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年４月から 44年３月まで 

             ② 昭和 46年１月から同年３月まで 

             ③ 昭和 50年４月から同年６月まで 

             ④ 昭和 51年１月及び同年２月 

    私は、国民年金に加入後、主に夫に国民年金保険料を納付してもらってい

たが、夫が入院している期間は自分で納付するなど、未納なく保険料を納付

してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 43 年５月

に払い出されており、申立期間より前の 36年４月から 41年３月までの国民年

金保険料が納付済みであること、また、申立人の夫の手帳記号番号は 45 年６

月に払い出されており、それ以前の国民年金被保険者資格を取得した 37 年４

月までの保険料が納付済みであることから、申立人及びその夫は、特例納付を

行ったものと推認できる。さらに、夫は、60 歳到達時点までの受給資格期間

を満たすために必要となる納付月数を超えて、それまでの未納期間の保険料を

すべて納付していること、申立人の特例納付をした月数も年金の受給資格を満

たすために必要となる納付月数を超えていることなどから、申立人の申立期間

の保険料のみが未納となっていることは不自然である。 

申立期間②及び③については、当該期間はいずれも３か月と短期間であり、

前後の期間の保険料は納付済みである上、申立期間②については、夫も自身の

保険料を納付済みであること、また、申立期間③、④については、申立人は一

時的に転居し他区で居住していたが、申立人の払出簿において、転居先住所へ

の変更手続を行ったことを示す記載があり、転居期間中当該期間以外の保険料



                      

  

は納付済みであることなど、これらの期間の保険料が未納となっていることは

不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5025 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47年４月から同年 12月までの期間及び平

成３年 11 月から６年１月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女  

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 12年生 

    住    所 :   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 11月から 37 年 12月まで 

             ② 昭和 39年８月から 40年３月まで 

             ③ 昭和 40年９月から 45年３月まで 

             ④ 昭和 47年４月から同年 12月まで 

             ⑤ 平成３年 11月から６年１月まで 

申立期間①は、母が私の国民年金保険料を納付してくれていたと聞いてい

る。婚姻後の申立期間②、③、④及び⑤は、夫婦一緒に保険料を納付してい

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④については、当該期間の前後の期間の国民年金保険料は納付済み

で、９か月と短期間であり、申立期間⑤については、申立人のオンライン記録

から、当該期間内の平成５年８月に、厚生年金保険と重複して納付した国民年

金保険料額について、一部の金額を３年 10 月の保険料に充当するとともに残

額を還付していることが確認でき、当該還付・充当処理が行われた時点におい

て、当該期間の保険料は過年度納付及び現年度納付することが可能である上、

申立人が自身の保険料と一緒に納付していたとする夫の当該期間の保険料は、

夫が 60 歳に到達する５年＊月までの期間が納付済みとなっているなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①、②及び③については、申立人及び申立人の母親

が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等)が無く、婚姻前の申立期間①については、申立人は自身の保険料の納付に

関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時の納付状況等を聴

取することができないため、当時の状況が不明確である上、申立人の国民年金

手帳の記号番号が払い出された昭和 45 年８月は特例納付の実施期間であるが、



                      

  

申立人は自身の保険料を特例納付した記憶は無いと説明しているなど、申立人

及び母親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭和

47 年４月から同年 12 月までの期間及び平成３年 11 月から６年１月までの期

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5026 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年 10 月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月から 46年３月まで 

    私は、申立期間の前後の期間は国民年金保険料を納付しているのに、当該

期間だけ納付しないはずはない。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き国民年金保険料をす

べて納付しており、申立期間の前後の期間の保険料は現年度納付によるものと

考えられる上、申立期間は６か月と短期間の１回のみであるなど、申立期間の

保険料のみが未納となっているのは不自然であり、申立期間当時に保険料の納

付を行うことが困難な状況にあったと確認される事情も見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5028 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年１月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年１月から同年 12月まで 

             ② 昭和 53年４月から 54年 12月まで 

私の夫は、加盟していた企業組合から、国民年金保険料を納付しないと将

来、年金をもらえなくなると言われ、自分の保険料を納付するとともに、私

の国民年金の加入手続も行ってくれた。申立期間①については、夫が私の保

険料も一緒に納付してくれていたはずであり、夫が納付済みであるのに私だ

け当該期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

また申立期間②についても、夫が夫婦二人分の保険料を納付していたはず

であり、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、12 か月と比較的短期間であり、申立人は、昭和 50

年１月以降、申立期間②を除き国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の夫が、企業組合から説明を受けて保険料を納付したとする記

憶及び申立人の国民年金の加入手続を行ったとする記憶は具体的である上、申

立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 51 年１月時点で、当該期

間は保険料を過年度納付することが可能な期間であり、夫も当該期間の自身の

保険料が納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人の夫が当該期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は保

険料の納付に関与しておらず、申立人の保険料を納付していたとする夫も当該

期間の保険料の納付状況についての記憶が不明確である上、夫も当該期間の自

身の保険料が未納であるなど、夫が当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭



                      

  

和49年１月から同年12月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5029 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年４月から 42年３月までの期間及び 46年７月から 47年１

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年４月から 42年３月まで 

             ② 昭和 46年７月から 47年１月まで 

    私の夫は、申立期間の国民年金保険料を夫婦二人分納付していた。夫の保

険料が納付済みとなっているにもかかわらず、私だけ申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、婚姻した昭和 37 年度から厚生年金保険に加入

した 46年度までの国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間は 12か月

及び７か月といずれも短期間である。また、申立期間①の保険料を印紙検認方

式により区の集金人に納付し、申立期間②の保険料を納付書により納付したと

する方法は、それぞれ申立人が居住していた区の当時の納付方法と合致してい

る。さらに、申立人の保険料を納付したとする申立人の夫は、申立期間を含め

自身の保険料をすべて納付している。加えて、申立期間①と②の間の 44 年 10

月から 12月までの期間及び 45年１月から３月までの期間は、社会保険庁の被

保険者台帳に基づき、平成 21 年２月に未納から納付済みに記録訂正されてお

り、行政側において、申立人に係る納付記録の管理が不適切であった状況が見

られるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5030 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 46年３月まで 

私は、申立期間当初に夫婦二人の国民年金の加入手続をし、夫婦二人分の

国民年金保険料を納付してきた。夫の保険料は納付済みとされているにもか

かわらず、私のだけ申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付している。また、

申立人が市役所で保険料を納付し検認印を押してもらったとする納付方法は、

申立人が当時居住していた市の納付方法と合致している上、申立人が保険料を

納付していたとする夫は、申立期間を含め自身の保険料をすべて納付している。

さらに、申立人夫婦は、国民年金手帳の記号番号が夫婦連番で払い出されてお

り、申立期間直後の昭和 46 年度の保険料を同一日に納付しており、基本的に

夫婦一緒に保険料を納付していたものと認められるなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたもの認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5036                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和 40 年１月から同年３月までの期間及び 43 年７月から 44 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 43年７月から 44年３月まで 

私は、昭和 54年 10月に、市役所から国民年金保険料をさかのぼって納付

できるという案内はがきをもらい、申立期間の保険料を納付した。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している上、申立期

間は、それぞれ３か月、９か月と短期間である。また、保険料を納付したとす

る昭和 54年 10月時点では、第３回特例納付が実施されており、申立期間は強

制加入期間であることから、申立期間の保険料を特例納付することが可能であ

る。さらに、納付したとする金額は、申立期間の保険料を第３回特例納付によ

り納付した場合の保険料額と一致し、納付したとする市役所では、第３回特例

納付の納付書を作成、交付し、庁舎内に開設されていた金融機関の窓口等で納

付するよう案内していたことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られ

ない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5037              

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年９月から 52年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年９月から 52年６月まで 

私たち夫婦は、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を特例納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、申立期間以降の国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて

納付している。また、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭

和 54 年８月時点では、第３回特例納付が実施されており、申立期間は強制加

入期間であることから、申立期間の保険料を特例納付することが可能である。

さらに、申立人夫婦が特例納付したとする金額は、申立期間の保険料を第３回

特例納付により納付した場合の保険料額とおおむね一致し、特例納付したとす

る金融機関は、申立期間当時開設されており、保険料の収納業務を行っていた

ことが確認できるほか、申立人夫婦は、国民年金に加入した時に２年分の保険

料をさかのぼって納付し、その後、特例納付の案内はがきを受け取り、区役所

で相談し、特例納付することを決めたと納付に至る経緯を具体的に説明してい

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5038              

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年９月から 52年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年９月から 52年６月まで 

私たち夫婦は、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を特例納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、申立期間以降の国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて

納付している。また、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭

和 54 年８月時点では、第３回特例納付が実施されており、申立期間は強制加

入期間であることから、申立期間の保険料を特例納付することが可能である。

さらに、申立人夫婦が特例納付したとする金額は、申立期間の保険料を第３回

特例納付により納付した場合の保険料額とおおむね一致し、特例納付したとす

る金融機関は、申立期間当時開設されており、保険料の収納業務を行っていた

ことが確認できるほか、申立人夫婦は、国民年金に加入した時に２年分の保険

料をさかのぼって納付し、その後、特例納付の案内はがきを受け取り、区役所

で相談し、特例納付することを決めたと納付に至る経緯を具体的に説明してい

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 5042 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年 12月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 12月 

    私は、昭和 42年４月に国民年金に加入し、同年 10、11月分とともに 12

月分の保険料を納付した。申立期間が未加入であり保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間は１か月と短期間である。また、申立人の国民年金手

帳の昭和 42年度国民年金印紙検認記録欄中の 42年 10月、11月及び申立期間

の 12 月までの各欄の検認印について、当該手帳の写しでは同年 12 月の検認

印は不鮮明であるが、当該手帳の原本を見分したところでは、上記３か月の

検認印は検認時に続けて押印されたものと認められるなど、申立期間が未加

入で保険料が未納となっていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5043 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの期間及び 40年４月から 41年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 39年３月まで 

② 昭和 40年４月から 41年３月まで 

    私は、国民年金制度発足時から加入し、国民年金保険料は欠かさずに納付

していた。家に来ていた集金人が、当時所持していた手帳に判子を押して

いたことを記憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後の国民年金保険料をおおむね納付している上、申立人

の国民年金手帳の記号番号は、国民年金制度発足時の昭和 36 年１月に払い出

されており、申立期間の保険料を現年度納付することが可能であり、また、申

立期間②については、当該期間前後の期間の保険料は納付済みである。 

さらに、申立人は区の徴収員に保険料を納付していたと説明しており、申立

人が当時居住していた区の昭和 36年７月７日付けの「区政のお知らせ」には、

同年７月から区の係員が訪問により保険料を徴収する旨の記載が確認できる

など、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5044 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和36年４月から同年12月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和36年４月から同年12月まで 

私の母は、私の国民年金の加入手続をし、申立期間の保険料を納付してく

れていた。結婚する時に母から印紙が貼付してある国民年金手帳を受け取っ

た記憶がある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付

している。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 36 年３月に払い出

されており、当該払出時期からみて申立期間の保険料を現年度納付することが

可能である上、申立期間は９か月と短期間であるなど、申立期間の保険料が未

納になっていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5045     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年１月から同年３月まで 

    私は、申立期間当時、国民年金保険料を元夫の預金口座から口座振替で納

付していたので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について国民年金保険料をすべ

て納付しており、申立期間は３か月と短期間である上、申立人が所持する国民

年金保険料納付明細書により、申立期間前後の期間の保険料は元夫の預金口座

から口座振替により現年度納付していることが確認でき、申立人の元夫も申立

期間の自身の保険料を納付している。また、申立期間及びその前後の期間を通

じて申立人の元夫の職業や住所に変更はなく、生活状況に大きな変化は認めら

れないなど、申立期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5046                 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年４月から７年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年４月から７年３月まで 

私は、平成７年ごろ行われた区の年金相談会において、申立期間の国民年

金保険料の未納を指摘され、後日送付された納付書により金融機関で納付し

たはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金制度発足当初から、申立期間を除き国民年金保険料をす

べて納付しており、申立期間前の昭和 54 年４月から平成６年３月までの期間

の保険料については前納している。また、申立期間は 12 か月と短期間である

上、申立人が納付したとする保険料額は、申立期間当時の保険料額とおおむね

一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5047                  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年７月から同年９月までの期間、平成５年７月及び同年８

月、同年 12 月及び６年１月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年７月から同年９月まで 

② 平成５年７月及び同年８月 

③ 平成５年 12月及び６年１月 

私は、申立期間①、②及び③の国民年金保険料については、間違いなく定

期的に納付していたはずであり、当該期間については未納通知が来た記憶も

ない。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の保険料をすべて納付しており、

申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 60 年４月に払い出されており、申立

期間はいずれも現年度納付が可能な期間であること、申立期間は、３か月、２

か月及び２か月といずれも短期間であり、かつ、前後の期間の保険料は納付済

みであることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5053    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47年８月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年８月から 49年３月まで 

    私は、市役所で国民年金の加入手続を行った際、会社退職後の未納期間の

国民年金保険料をさかのぼって納付できると聞いたため、後日、市役所で保

険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 49 年６月

時点では、申立期間の保険料を過年度納付することは可能であった上、申立人

が納付したと説明する市役所では、当時、庁舎内に所在する金融機関において

過年度保険料の納付が可能であったことが確認できるなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 

東京厚生年金 事案 2881                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年８月１日から 39年４月１日まで 

             ② 昭和 39年８月１日から同年８月 31日まで 

             ③ 昭和 40年６月１日から同年 11月１日まで 

             ④ 昭和 40年 11月 10日から 42年４月１日まで 

             ⑤ 昭和 42年３月 28日から 44年２月１日まで 

年金記録問題が騒がれていたので、社会保険事務所で厚生年金保険の加入

状況について確認したところ、申立期間について、脱退手当金が支給されて

いることを知った。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことや、受け取った覚えは無いの

で、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の最終事業所での厚生年金保険加入期間は脱退手当金の受給要件であ

る 24か月に満たない 23か月であるとともに、当該事業所における厚生年金保険被

保険者名簿に記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失

日である昭和 44 年２月１日の前後２年以内に資格喪失した者５名の脱退手当金の

支給記録を確認したところ、脱退手当金の支給記録がある者は申立人のみであり、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者

期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の被保険者期間につい

てはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しかしながら、最初に

就職した事業所で、２年以上の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2888 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 50年 10月 11日から 51年８月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 50 年 10

月 11 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を９万 8,000 円とすることが必要

である。  

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年９月 21日から 51 年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間は、Ｂ社のＣ部門がそのまま独立した同社に引き続き勤務していたの

で、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった雇用保険被保険者離職票及び給料明細書により、申

立人が、昭和 50 年 10月 11 日からＡ社に継続して勤務し、申立期間のうち、

50年 10月 11日から 51年８月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 50年９月 21日から同年 10月 10日までについ

ては、申立人に係る雇用保険の加入記録が無く、社会保険事務所の記録では、

Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、かつ、事業主は、申

立期間に係る申立人の勤務及び厚生年金保険に関することは不明としている

ことから、当該期間の申立人に係る勤務の実態や厚生年金保険の取扱いを確認

することができない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間のうち、昭和 50 年９月 21 日から同年 10 月 10 日までの期間については、



 

申立人が厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

また、申立期間のうち、昭和 50 年 10 月から 51 年７月までの標準報酬月額

については、給料明細書の保険料控除額から、９万 8,000円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2889 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成 12年２月８日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年２月８日から同年３月８日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。給

与明細書により、申立期間の厚生年金保険料の控除が明らかであるので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した給与明細書及び雇用保険の加入記録により、申立人が、平

成 11年８月 16日にＡ社に入社してから同社に継続して勤務し、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の報酬額から、28

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、厚生年金保険の資格取得届の記載に誤りがあったとしているこ

とから、事業主が平成 12 年３月８日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年２月分の保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。  



 

東京厚生年金 事案 2895                       

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 18年４月 24日、資

格喪失日が同年６月 10日とされ、被保険者記録のうち、同年５月 10日から同

年６月 10日までの期間は厚生年金保険法 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格喪失日

を同年６月 10日とし、申立期間の標準報酬月額を 30万円とすることが必要で

ある。                             

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を 

  履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年５月 10日から同年６月 10日 

    ねんきん特別便を確認したところ、Ａ社に勤務していた期間のうち申立期

間の記録が無かった。同社には平成 18 年６月９日まで勤務していたので、

同期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、給与明細書、事業主から提出された賃金台帳及び従業員情

報一覧表により、申立人は申立期間にＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成 18 年４月の社会保険事務

所の記録から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主から平成 20 年 10月 27 日に提出された厚生年金保険被保険者資格喪失日の

訂正の届出により、申立人の資格喪失日が 18 年６月 10日に訂正されているこ



 

とから、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2896                          

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、その主張する標準報酬月額(26 万円)に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立てに係

る期間の標準報酬月額の記録を 26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年５月１日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間の平成 18年５月（同年６月 25日支給）から同年７月

（同年８月 25日支給）の給与から、26万円の標準報酬月額に相当する厚生

年金保険料が控除されているにもかかわらず、社会保険庁の記録では 11 万

8,000円の標準報酬月額になっている。同期間の標準報酬月額を正しい記録

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人の賃金台帳及び申立人から提出された申立期間

の給与支給明細書により、申立人は、申立期間において、その主張する標準報

酬月額(26 万円)に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る被保険者資格取得届を申立てどおりの標準報酬月額 26

万円として社会保険事務所に提出せずに、誤って 11 万 8,000 円の標準報酬月

額に相当する報酬月額の届出を行ったことを認めており、その結果、社会保険

事務所は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2897 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和

26 年４月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 4,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月２日から同年５月１日まで         

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同社には、昭和 26 年４月２日から勤務していたので、同期間について

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された従業員名簿、退職手当金計算書及び履歴書並びに同社の

人事給与担当者の供述から、申立人が申立期間において同社に勤務し、同期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 26 年５月の社会保険事務

所の記録から、4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立人の申立てどおりの届出を行っていないことを認めてお

り、この結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 26 年４月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る同期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2901 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る

記録を昭和 36年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 36年 10月１日から同年 11月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答があった。申

立期間に同社本社から同社Ｂ工場への異動はあったが、申立期間も継続し

て勤務し、厚生年金保険料は控除されていたので、厚生年金被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶している同僚の証言から判断すると、申立人が申立期間もＡ社

に継続して勤務し（昭和 36 年 10 月１日にＡ社本社から同社Ｂ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 36年 11月の社会保険事務所の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社が既に解散している上、申立期間当時の同社の事業主及び役員は死

亡又は所在不明であるため、厚生年金保険料を納付したか否かについては確認

できず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



 

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2902～2910 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を、＜標準賞与額＞（別紙一覧表参照）とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名：  

    基礎年金番号：   別添一覧表参照 

    生 年 月 日：  

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

申立期間に支給のあった賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、当

初、Ａ社は当該賞与について社会保険事務所に届出を行っていなかった。同

社は、平成 20 年 12月９日に誤りに気付き、社会保険事務所に訂正の届出を

行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は厚生

年金保険の給付の額に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与支給控除一覧表により、申立人は、＜標準賞与額

＞（別添一覧表参照）の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与支給控除一覧表における

当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参

照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい



 

なかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住　所 申立期間

2902 男 昭和35年生 平成18年2月28日 13 万 6,000 円

2903 男 昭和46年生 平成17年2月25日 48 万 9,000 円

2904 男 昭和21年生 平成18年2月28日 150 万 円

2905 男 昭和49年生 平成17年2月25日 53 万 8,000 円

2906 女 昭和45年生 平成17年2月25日 38 万 1,000 円

2907 女 昭和51年生 平成18年2月28日 26 万 4,000 円

2908 女 昭和44年生 平成18年2月28日 67 万 4,000 円

2909 男 昭和30年生 平成18年2月28日 5 万 8,000 円

2910 女 昭和45年生 平成18年2月28日 48 万 9,000 円

標準賞与額



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住　所

2911 男 昭和35年生 117 万 5,000 円 150 万 円

2912 女 昭和32年生 70 万 8,000 円 99 万 1,000 円

2913 女 昭和43年生 34 万 円 35 万 1,000 円

2914 男 昭和28年生 112 万 6,000 円 150 万 円

2915 男 昭和19年生 50 万 4,000 円 51 万 4,000 円

2916 男 昭和22年生 89 万 3,000 円 127 万 8,000 円

2917 男 昭和36年生 76 万 7,000 円 112 万 3,000 円

2918 男 昭和44年生 60 万 5,000 円 74 万 円

2919 男 昭和46年生 60 万 5,000 円 74 万 円

2920 女 昭和37年生 80 万 6,000 円 121 万 6,000 円

2921 女 昭和46年生 42 万 6,000 円 43 万 4,000 円

2922 女 昭和41年生 46 万 3,000 円 48 万 9,000 円

2923 女 昭和40年生 83 万 1,000 円 128 万 6,000 円

2924 女 昭和40年生 36 万 3,000 円 37 万 2,000 円

2925 男 昭和43年生 8 万 7,000 円 114 万 8,000 円

2926 男 昭和51年生 43 万 3,000 円 44 万 2,000 円

2927 女 昭和47年生 42 万 5,000 円 42 万 4,000 円

2928 男 昭和43年生 27 万 3,000 円 41 万 円

2929 男 昭和39年生 126 万 3,000 円 150 万 円

2930 男 昭和54年生 51 万 8,000 円 63 万 5,000 円

標準賞与額②標準賞与額①



 

東京厚生年金 事案 2911～2930 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を、申立期間①については＜標準賞与額①＞（別

添一覧表参照）、申立期間②については＜標準賞与額②＞（別添一覧表参照）

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名：  

    基礎年金番号：   別添一覧表参照 

    生 年 月 日：  

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間： ① 平成 17年２月 25日 

            ② 平成 18年２月 28日 

申立期間①及び②に支給のあった賞与から厚生年金保険料が控除されて

いたが、当初、Ａ社は当該賞与について社会保険事務所に届出を行っていな

かった。同社は、平成 20 年 12月９日に誤りに気付き、社会保険事務所に訂

正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の

記録は厚生年金保険の給付の額に反映されないので、給付されるよう記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出のあった賞与支給控除一覧表により、申立人は、申立期間①に

ついては＜標準賞与額①＞（別添一覧表参照）、申立期間②については＜標準

賞与額②＞（別添一覧表参照）の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、各申立期間に係る標準賞与額については、賞与支給控除一覧表におけ

る当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、申立期間①については＜標準



 

賞与額①＞（別添一覧表参照）、申立期間②については＜標準賞与額②＞（別

添一覧表参照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい

なかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



 

東京厚生年金 事案 2931 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ会（現在は、Ｂ会）における資格取

得日に係る記録を平成６年３月 11日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 34

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月 11日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間に

ついて加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間については、Ｂ会から

同会の分会であるＡ会への異動はあったが、厚生年金保険料は控除されてい

たので、被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ会から提出された申立人に係る在籍証明書から

判断すると、申立人は、同会及びＡ会に継続して勤務し（在籍証明書により、

平成６年３月 11 日にＢ会からＡ会への異動が確認できる。）、厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ会が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは平成６年４月１日であり、申立期間は適用事業所となっていない。しか

し、同会は申立期間より前の５年12月16日から法人事業所となっていること、

並びに同会の商業登記簿及び従業員名簿により５人の従業員が在籍していた

ことが確認できることから、同会は、申立期間当時、厚生年金保険法に定める

適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ会における社会

保険事務所の平成６年４月の記録から、34万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、不明としているが、Ａ会は適用事業所でありながら、社会保険事務所に

適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2932 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ法人における資格取得日に係る記録

を平成 17 年７月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月 21日から同年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ法

人に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同法人には、平成 17年７月 21日から勤務し、給与明細一覧表では厚生年金

保険料が控除されているので、申立期間も被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与明細一覧表及び在職証明書により、申立人は、Ａ法人に平成 17 年７月

21 日から勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成 17 年８月の社会保険事務

所の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立てどおりの届出を行っていないことを認めており、その結

果、社会保険事務所は申立人に係る平成 17 年７月の保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2933 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 42 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年７月１日から同年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間中の給与支払明細書では、厚生年金保険料が控除されているので、申

立期間も被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与支払明細書及び雇用保険の加入記録により、申立人は、Ａ社に昭和 42

年５月８日から勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の総支給額から、

３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は既に解散しており、当時の事情を確認できる事業主及び役員等も

見当たらず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。  



 

東京厚生年金 事案 2936 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の標準報酬月額については、申立期間のうち、昭和 56 年９月を 11

万 8,000円に訂正し、59年３月から同年９月までの期間について、14万 2,000

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年１月１日から平成９年 12月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に支払われていた報

酬額と異なっているので、申立期間に係る標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出のあった

給与明細書において確認できる保険料控除額から、申立期間のうち昭和 56

年９月については 11万 8,000円、昭和 59年３月から同年９月までについて

は 14万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る昭和 56年９月及び 59年３月から同年９月までの期間

の保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保険料を納

付したか否かについては不明としているが、給与明細書において確認できる



 

申立人の報酬月額又は保険料控除に見合う標準報酬月額と社会保険事務所

で記録されている標準報酬月額が当該期間において一致していないことか

ら、事業主は、給与明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除に見

合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月

額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間のうち、昭和 52年１月から 52 年６月までの期間、同年８月、同

年 10月から同年 12月までの期間、53年７月及び同年８月、同年 10月、54

年２月から 55年９月までの期間、56 年 10月及び同年 11月、57年１月、同

年３月から 58年５月までの期間、59年 10月から 60年６月までの期間、61

年 10月から平成６年８月までの期間、８年４月から９年 12月までの期間に

ついては、申立人から提出のあった当該期間に係る給与明細書上の保険料控

除額を基に算定した標準報酬月額は、社会保険事務所の申立人に係る標準報

酬月額とおおむね一致しており、事業主は、当該期間に係る申立人の給与に

おいて、社会保険事務所の記録どおりの標準報酬月額に見合う厚生年金保険

料を控除していたものと認められる。 

３ 申立期間のうち昭和 52年７月、同年９月、53年１月から同年６月までの

期間、同年９月、同年 11 月から 54 年１月までの期間、56 年４月、同年６

月、同年 12 月、57 年２月、58 年６月から 59 年２月までの期間、平成６年

９月から８年３月までの期間については、申立人は、給与明細書を所持して

おらず、また、Ａ社は、当該期間当時の従業員や厚生年金保険に関する資料

を保有していないことなどから、厚生年金保険料の控除等については分から

ないと回答していることから、当該期間における保険料控除額を確認するこ

とができない。 

さらに、社会保険事務所における厚生年金保険の記録から、申立人と同世

代で同時期に勤務していた複数の従業員の標準報酬月額は、申立人とほぼ同

額の標準報酬で推移していることが確認できる。 

４ 申立期間のうち昭和 55 年 10 月から 56年３月までの期間、同年５月、同

年７月及び同年８月、60年７月から 61年９月までの期間については、申立

人から提出のあった当該期間に係る給与明細書により、社会保険事務所で記

録されている標準報酬月額が、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額に見合う標準報酬月額よりも高いことが確認できることから、

当該期間は、特例法の規定する未納保険料があった期間（同法により記録が

訂正され、保険給付の対象に参入される期間）とは認められないため、あっ

せんは行わない。 



 

東京厚生年金 事案 2945  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 52年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年３月 31日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に親会社であるＢ社に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されて

いたので、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された在職証明書及び人事記録並びに雇用保険の加入記録か

ら、申立人が、Ａ社及び親会社であるＢ社に継続して勤務し（昭和 52 年４月

１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 52 年２月の社会保険事務

所の記録から、12万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載に誤りがあったとしていること

から、事業主が昭和 52年３月 31日を資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2946                 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 51年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年７月 31日から同年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に親会社であるＢ社に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されて

いたので、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された在職証明書及び人事記録並びに雇用保険の加入記録か

ら、申立人が、Ａ社及び親会社であるＢ社に継続して勤務し（昭和 51 年８月

１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 51 年６月の社会保険事務

所の記録から、12万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載に誤りがあったとしていること

から、事業主が昭和 51年７月 31日を資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2947                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 52 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 13 万 4,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年９月 30日から同年 10月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に親会社であるＢ社に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されて

いたので、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された在職証明書及び人事記録並びに雇用保険の加入記録か

ら、申立人が、Ａ社及び親会社でＢ社に継続して勤務し（昭和 52 年 10月１日

にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 52 年８月の社会保険事務

所の記録から、13万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載に誤りがあったとしていることから、事業

主が昭和 52 年９月 30 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。



 

東京厚生年金 事案 2949 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 44 万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 34 万円とされ

ているが、事業主が当該訂正前に社会保険事務所へ届け出た申立期間の標準報

酬月額は 44 万円であったと認められることから、当該記録を取り消し、申立

人の申立期間における年金額の計算の基礎となる標準報酬月額の記録を 44 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年 12月から９年９月まで 

勤務先のＡ社が加入していた厚生年金基金が解散した時に、申立期間の標

準報酬月額が昇給に対応して変更されていないことが分かったため、同社は、

社会保険事務所に標準報酬月額の変更届を行ったが、申立期間に係る保険料

については、既に時効が成立し、保険料の追加納付ができない状況にある。 

    このため、標準報酬月額の訂正が年金支給額に反映されるよう厚生年金保

険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立期間当時、同社が加入するＢ厚生年金基金の厚生年金基金加入

員給与月額変更届の用紙は、複写式となっており、同一内容のものが、同社か

ら、同社が加入していたＣ健康保険組合を通じて、社会保険事務所と同基金に

提出される仕組みとなっていたとしているところ、解散後に清算業務を行って

いた同基金が保管する申立人の当該複写式の月額変更届には、同基金が平成９

年８月 11日に受け付けた記録があり、申立人の標準報酬月額は、８年 12月の

随時改定により 34万円から 44万円に改定されていることが確認できる。 

一方、社会保険庁の記録によると、当初、申立人の申立期間における厚生年

金保険の標準報酬月額は、34 万円と記録されていたが、Ａ社は、厚生年金保

険被保険者報酬月額変更届に基づく標準報酬月額の随時改定が行われていな



 

いことに気付き、平成 20 年３月３日に、実際に給与から控除した額に見合う

標準報酬月額となるよう社会保険事務所に訂正届を行っている。このため、同

年３月 31日に当該標準報酬月額は 44万円に訂正されているが、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定に基づき、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂

正前の 34 万円とされている。このことについて、Ａ社は、社会保険事務所に

当該訂正届を行った際には、平成９年８月に上記月額変更届を提出したことに

ついて明確な説明等ができなかったため、同条ただし書が適用されるための記

録訂正（その結果として当該期間に基づく保険給付が行われる）を社会保険事

務所に求めることができなかったとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、申立人が主張する標準報

酬月額（44 万円）に係る届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案 2950 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 44 万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 38 万円とされ

ているが、事業主が当該訂正前に社会保険事務所へ届け出た申立期間の標準報

酬月額は 44 万円であったと認められることから、当該記録を取り消し、申立

人の申立期間における年金額の計算の基礎となる標準報酬月額の記録を 44 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年 12月から９年９月まで 

    勤務先のＡ社が加入していた厚生年金基金が解散した時に、申立期間の標

準報酬月額が昇給に対応して変更されていないことが分かったため、同社

は、社会保険事務所に標準報酬月額の変更届を行ったが、申立期間に係る

保険料については、既に時効が成立し、保険料の追加納付ができない状況

にある。 

このため、標準報酬月額の訂正が年金支給額に反映されるよう厚生年金保

険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立期間当時、同社が加入するＢ厚生年金基金の厚生年金基金加入

員給与月額変更届の用紙は、複写式となっており、同一内容のものが、同社か

ら、同社が加入していたＣ健康保険組合を通じて、社会保険事務所と同基金に

提出される仕組みとなっていたとしているところ、解散後に清算業務を行って

いた同基金が保管する申立人の当該複写式の月額変更届には、同基金が平成９

年８月 11日に受け付けた記録があり、申立人の標準報酬月額は、８年 12月の

随時改定により 38万円から 44万円に改定されていることが確認できる。 

一方、社会保険庁の記録によると、当初、申立人の申立期間における厚生年

金保険の標準報酬月額は、38 万円と記録されていたが、Ａ社は、厚生年金保



 

険被保険者報酬月額変更届に基づく標準報酬月額の随時改定が行われていな

いことに気付き、平成 20 年３月３日に、実際に給与から控除した額に見合う

標準報酬月額となるよう社会保険事務所に訂正届を行っている。このため、同

年３月 31日に当該標準報酬月額は 44万円に訂正されているが、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定に基づき、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂

正前の 38 万円とされている。このことについて、Ａ社は、社会保険事務所に

当該訂正届を行った際には、平成９年８月に上記月額変更届を提出したことに

ついて明確な説明等ができなかったため、同条ただし書が適用されるための記

録訂正（その結果として当該期間に基づく保険給付が行われる）を社会保険事

務所に求めることができなかったとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、申立人が主張する標準報

酬月額（44 万円）に係る届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案 2951 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 44 万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 36 万円とされ

ているが、事業主が当該訂正前に社会保険事務所へ届け出た申立期間の標準報

酬月額は 44 万円であったと認められることから、当該記録を取り消し、申立

人の申立期間における年金額の計算の基礎となる標準報酬月額の記録を 44 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年 12月から９年９月まで 

勤務先のＡ社が加入していた厚生年金基金が解散した時に、申立期間の標

準報酬月額が昇給に対応して変更されていないことが分かったため、同社は、

社会保険事務所に標準報酬月額の変更届を行ったが、申立期間に係る保険料

については、既に時効が成立し、保険料の追加納付ができない状況にある。 

    このため、標準報酬月額の訂正が年金支給額に反映されるよう厚生年金保

険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立期間当時、同社が加入するＢ厚生年金基金の厚生年金基金加入

員給与月額変更届の用紙は、複写式となっており、同一内容のものが、同社か

ら、同社が加入していたＣ健康保険組合を通じて、社会保険事務所と同基金に

提出される仕組みとなっていたとしているところ、解散後に清算業務を行って

いた同基金が保管する申立人の当該複写式の月額変更届には、同基金が平成９

年８月 11日に受け付けた記録があり、申立人の標準報酬月額は、８年 12月の

随時改定により 36万円から 44万円に改定されていることが確認できる。 

一方、社会保険庁の記録によると、当初、申立人の申立期間における厚生年

金保険の標準報酬月額は、36 万円と記録されていたが、Ａ社は、厚生年金保

険被保険者報酬月額変更届に基づく標準報酬月額の随時改定が行われていな



 

いことに気付き、平成 20 年３月３日に、実際に給与から控除した額に見合う

標準報酬月額となるよう社会保険事務所に訂正届を行っている。このため、同

年３月 31日に当該標準報酬月額は 44万円に訂正されているが、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定に基づき、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂

正前の 36 万円とされている。このことについて、Ａ社は、社会保険事務所に

当該訂正届を行った際には、平成９年８月に上記月額変更届を提出したことに

ついて明確な説明等ができなかったため、同条ただし書が適用されるための記

録訂正（その結果として当該期間に基づく保険給付が行われる）を社会保険事

務所に求めることができなかったとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、申立人が主張する標準報

酬月額（44 万円）に係る届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案 2952 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 47 万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 38 万円とされ

ているが、事業主が当該訂正前に社会保険事務所へ届け出た申立期間の標準報

酬月額は 47 万円であったと認められることから、当該記録を取り消し、申立

人の申立期間における年金額の計算の基礎となる標準報酬月額の記録を 47 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年 12月から９年９月まで 

勤務先のＡ社が加入していた厚生年金基金が解散した時に、申立期間の標

準報酬月額が昇給に対応して変更されていないことが分かったため、同社は、

社会保険事務所に標準報酬月額の変更届を行ったが、申立期間に係る保険料

については、既に時効が成立し、保険料の追加納付ができない状況にある。 

    このため、標準報酬月額の訂正が年金支給額に反映されるよう厚生年金保

険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立期間当時、同社が加入するＢ厚生年金基金の厚生年金基金加入

員給与月額変更届の用紙は、複写式となっており、同一内容のものが、同社か

ら、同社が加入していたＣ健康保険組合を通じて、社会保険事務所と同基金に

提出される仕組みとなっていたとしているところ、解散後に清算業務を行って

いた同基金が保管する申立人の当該複写式の月額変更届には、同基金が平成９

年８月 11日に受け付けた記録があり、申立人の標準報酬月額は、８年 12月の

随時改定により 38万円から 47万円に改定されていることが確認できる。 

一方、社会保険庁の記録によると、当初、申立人の申立期間における厚生年

金保険の標準報酬月額は、38 万円と記録されていたが、Ａ社は、厚生年金保

険被保険者報酬月額変更届に基づく標準報酬月額の随時改定が行われていな



 

いことに気付き、平成 20 年３月３日に、実際に給与から控除した額に見合う

標準報酬月額となるよう社会保険事務所に訂正届を行っている。このため、同

年３月 31日に当該標準報酬月額は 47万円に訂正されているが、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定に基づき、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂

正前の 38 万円とされている。このことについて、Ａ社は、社会保険事務所に

当該訂正届を行った際には、平成９年８月に上記月額変更届を提出したことに

ついて明確な説明等ができなかったため、同条ただし書が適用されるための記

録訂正（その結果として当該期間に基づく保険給付が行われる）を社会保険事

務所に求めることができなかったとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、申立人が主張する標準報

酬月額（47 万円）に係る届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案 2953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 50 万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 44 万円とされ

ているが、事業主が当該訂正前に社会保険事務所へ届け出た申立期間の標準報

酬月額は 50 万円であったと認められることから、当該記録を取り消し、申立

人の申立期間における年金額の計算の基礎となる標準報酬月額の記録を 50 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年 12月から９年９月まで 

勤務先のＡ社が加入していた厚生年金基金が解散した時に、申立期間の標

準報酬月額が昇給に対応して変更されていないことが分かったため、同社は、

社会保険事務所に標準報酬月額の変更届を行ったが、申立期間に係る保険料

については、既に時効が成立し、保険料の追加納付ができない状況にある。 

    このため、標準報酬月額の訂正が年金支給額に反映されるよう厚生年金保

険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立期間当時、同社が加入するＢ厚生年金基金の厚生年金基金加入

員給与月額変更届の用紙は、複写式となっており、同一内容のものが、同社か

ら、同社が加入していたＣ健康保険組合を通じて、社会保険事務所と同基金に

提出される仕組みとなっていたとしているところ、解散後に清算業務を行って

いた同基金が保管する申立人の当該複写式の月額変更届には、同基金が平成９

年８月 11日に受け付けた記録があり、申立人の標準報酬月額は、８年 12月の

随時改定により 44万円から 50万円に改定されていることが確認できる。 

一方、社会保険庁の記録によると、当初、申立人の申立期間における厚生年

金保険の標準報酬月額は、44 万円と記録されていたが、Ａ社は、厚生年金保

険被保険者報酬月額変更届に基づく標準報酬月額の随時改定が行われていな



 

いことに気付き、平成 20 年３月３日に、実際に給与から控除した額に見合う

標準報酬月額となるよう社会保険事務所に訂正届を行っている。このため、同

年３月 31日に当該標準報酬月額は 50万円に訂正されているが、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定に基づき、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂

正前の 44 万円とされている。このことについて、Ａ社は、社会保険事務所に

当該訂正届を行った際には、平成９年８月に上記月額変更届を提出したことに

ついて明確な説明等ができなかったため、同条ただし書が適用されるための記

録訂正（その結果として当該期間に基づく保険給付が行われる）を社会保険事

務所に求めることができなかったとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、申立人が主張する標準報

酬月額（50 万円）に係る届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案 2954 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 44 万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 38 万円とされ

ているが、事業主が当該訂正前に社会保険事務所へ届け出た申立期間の標準報

酬月額は 44 万円であったと認められることから、当該記録を取り消し、申立

人の申立期間における年金額の計算の基礎となる標準報酬月額の記録を 44 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年 12月から９年９月まで 

勤務先のＡ社が加入していた厚生年金基金が解散した時に、申立期間の標

準報酬月額が昇給に対応して変更されていないことが分かったため、同社は、

社会保険事務所に標準報酬月額の変更届を行ったが、申立期間に係る保険料

については、既に時効が成立し、保険料の追加納付ができない状況にある。 

    このため、標準報酬月額の訂正が年金支給額に反映されるよう厚生年金保

険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立期間当時、同社が加入するＢ厚生年金基金の厚生年金基金加入

員給与月額変更届の用紙は、複写式となっており、同一内容のものが、同社か

ら、同社が加入していたＣ健康保険組合を通じて、社会保険事務所と同基金に

提出される仕組みとなっていたとしているところ、解散後に清算業務を行って

いた同基金が保管する申立人の当該複写式の月額変更届には、同基金が平成９

年８月 11日に受け付けた記録があり、申立人の標準報酬月額は、８年 12月の

随時改定により 38万円から 44万円に改定されていることが確認できる。 

一方、社会保険庁の記録によると、当初、申立人の申立期間における厚生年

金保険の標準報酬月額は、38 万円と記録されていたが、Ａ社は、厚生年金保

険被保険者報酬月額変更届に基づく標準報酬月額の随時改定が行われていな



 

いことに気付き、平成 20 年３月３日に、実際に給与から控除した額に見合う

標準報酬月額となるよう社会保険事務所に訂正届を行っている。このため、同

年３月 31日に当該標準報酬月額は 44万円に訂正されているが、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定に基づき、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂

正前の 38 万円とされている。このことについて、Ａ社は、社会保険事務所に

当該訂正届を行った際には、平成９年８月に上記月額変更届を提出したことに

ついて明確な説明等ができなかったため、同条ただし書が適用されるための記

録訂正（その結果として当該期間に基づく保険給付が行われる）を社会保険事

務所に求めることができなかったとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、申立人が主張する標準報

酬月額（44 万円）に係る届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案 2955 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に

係る記録を昭和 49年３月１日に訂正し、同年２月の標準報酬月額を６万 4,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、申立人のＢ社における資格取

得日に係る記録を昭和 49 年３月１日に訂正し、同年３月の標準報酬月額を７

万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかではないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年２月 28日から同年３月１日まで 

② 昭和 49年３月１日から同年４月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

及びＢ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を

もらった。 

    しかし、申立期間にＡ社から同社の関連会社であるＢ社に異動はあったが、

両社に勤務し厚生年金保険料を控除されていたことは確かなので、申立期間

を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録、Ｂ社（申立期間後にＡ社から厚

生年金保険関係の事務を引き継いだ同社の関連会社）から提出された人事記録

及び在職証明書から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 49

年３月１日にＡ社から同社の関連会社であるＢ社に異動）、申立期間に係る厚



 

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 49 年１月の社会保険事

務所の記録から、６万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、これを確認できる資料が無く、不明としているが、事業主が

資格喪失日を昭和 49 年３月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所

がこれを同年２月 28 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が

同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年２月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。  

申立期間②について、雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された人事記録及

び在職証明書から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 49 年

３月１日にＡ社から同社の関連会社であるＢ社に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間②の標準報酬月額については、昭和 49 年４月の社会保険事

務所の記録から、７万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、これを確認できる資料が無く、不明としており、このほかに

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2960～2976 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の＜申

立期間＞（別添一覧表参照）に係る標準賞与額を＜標準賞与額＞（別紙一覧表

参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  

基礎年金番号 ：  別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同社は、誤

りに気付き、平成 20 年４月に社会保険事務所に訂正の届出を行ったが、厚

生年金保険料は時効により納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、

厚生年金の給付に反映されていないので、厚生年金が給付されるよう記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与明細書及び厚生年金保険被保険者賞与支払届の写しにより、申立人は、＜申

立期間＞（別添一覧表参照）に、Ａ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書及び賞与支払届におけ

る当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別紙一覧表参

照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出していなかったこと、また、



 

当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していなかったことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住　所 申立期間

2960 男 昭和24年生 平成17年4月25日 100 万 円

2961 女 昭和32年生 平成17年4月25日 10 万 円

2962 女 昭和46年生 平成17年4月25日 80 万 円

2963 男 昭和39年生 平成17年4月25日 20 万 円

2964 女 昭和55年生 平成17年4月25日 50 万 円

2965 女 昭和40年生 平成17年4月25日 30 万 円

2966 男 昭和49年生 平成17年4月25日 80 万 円

2967 男 昭和21年生 平成17年4月25日 70 万 円

2968 女 昭和24年生 平成17年4月25日 20 万 円

2969 女 昭和36年生 平成17年4月25日 30 万 円

2970 男 昭和37年生 平成17年4月25日 100 万 円

2971 男 昭和28年生 平成17年4月25日 70 万 円

2972 男 昭和42年生 平成17年4月25日 30 万 円

2973 男 昭和31年生 平成17年4月25日 70 万 円

2974 男 昭和35年生 平成17年4月25日 30 万 円

2975 女 昭和49年生 平成17年4月25日 30 万 円

2976 男 昭和49年生 平成17年5月25日 100 万 円

標準賞与額



 

東京厚生年金 事案 2988 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日

に係る記録を昭和 39 年 12 月 21 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を３万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 12月 11日から同年 12月 21日まで 

             ② 昭和 39年 12月 21日から 40年１月 12日まで 

             ③ 昭和 41年７月 31日から同年８月１日まで 

    昭和 37 年７月 10 日から 39 年 12月 20 日までＤ社Ｅ事業所に、また同年

12月 21日から 41年７月 31日までＡ社Ｂ工場に、さらに同年８月１日から

47年１月 31日まで、再びＤ社Ｅ事業所に勤務していたが、申立期間①、②

及び③に係る厚生年金保険の加入記録が無いので、当該期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、Ａ社Ｂ工場の同僚の供述及び給与明細書により、申立

人が当該期間に同社に勤務し、同期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 40 年１月の社会保険事務

所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主が照会に応じておらず、これを確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し



 

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

申立期間①について、申立人は、給与の支払方法について、20 日締めの 25

日払いだったと説明している。 

しかしながら、Ｄ社Ｅ事業所は、当時の給与の支払方法について、末日締め

の翌月 25 日払いだったとしており、同所の当時の従業員も、同様の供述を行

っているところ、申立人提出の昭和 39 年 12月分の給与明細書は同年 11 月分

の給与明細書と控除額が同じであり給与自体もほぼ同じであることから、同年

12月分の給与明細書は同年 11月１日から同年 11月 30日を期間とするものと

考えられ、申立期間に当たる 40 年１月分の同所の給与明細書は無いことから

申立期間にかかる厚生年金保険料控除については確認することができない。 

申立期間③について、同僚の供述から申立人が申立期間にＡ社Ｂ工場に勤務

していたことはうかがわれる。 

しかしながら、Ａ社Ｂ工場の当時の従業員が給与の支払方法について 20 日

締めの当月末払であったと述べていることから、昭和 41 年７月分の給与明細

書は同年６月 21日から同年７月 20日の期間のものと考えられ、同社の同年８

月分の給与明細書は無いことから、申立期間にかかる厚生年金保険料控除の有

無について確認することができない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間①及び③については、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めるこ

とはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2989 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格取得日に

係る記録を昭和 40 年３月１日に訂正し、同年３月分の標準報酬月額を２万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月１日から同年４月 11日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。同

社には、昭和 39 年４月１日から 41 年７月 20 日まで継続して勤務していた

ので、同期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の名簿台帳及び事業主の供述から判断すると、申立人は、同社に継続し

て勤務し（昭和 40年３月１日付けで同社本社から同社Ｂ支社に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社の昭和 40 年４月の社会保

険庁のオンライン記録から、２万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2990 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成５年４月から 12 年６月までの期間につい

て、厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認められることから、平成５年４月から

６年 10月までは 22万円に、６年 11月から７年３月までは 19万円に、７年４

月から８年９月までは 22 万円に、８年 10 月から 10 年４月までは 20 万円に、

10年５月から 12年６月までは 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年４月１日から 16年８月 31日まで      

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与に相

当する標準報酬月額と異なっている。当時の給料明細書があるので、標準報

酬月額を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給料明細書において確認で

きる厚生年金保険料控除額から、申立期間のうち、平成５年４月から６年 10

月までの期間については 22万円に、６年 11 月から７年３月までの期間につい

ては 19万円に、７年４月から８年９月までの期間については 22万円に、８年

10月から 10年４月までの期間については 20 万円に、10年５月から 12年６月



 

までの期間については 24万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の納付義務の履行については、事業主は、

当時の資料等が保管されていないこと等から不明としているが、給料明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事

務所で記録されている標準報酬月額が約７年間にわたり一致していないこと

から、事業主は、給料明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬

月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見

合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 12 年７月から 16 年７月までの期間について、

給料明細書において確認できる厚生年金保険料控除額は、社会保険庁に記録の

ある標準報酬月額を超えて、申立人の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 2991 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ所における資格取得日に係る記

録を昭和 38年３月 16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月 16日から同年４月１日まで 

    昭和 36年４月１日にＡ社に入社、平成 12年７月１日に同社から同社の子

会社に出向するまで、継続して勤務していたのに、昭和 38年３月 16日から

同年４月１日までの厚生年金保険の記録が無い。確かに勤務していたので、

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36年４月１日にＡ社に入社、37年 10 月 16日から、同社の

Ｃ所(後にＣ区)に申立期間中も継続して勤務していたところ、社会保険庁のオ

ンライン記録では、36 年４月１日から 38 年３月 16 日までは同所を管轄する

Ａ社Ｄ所で、同年４月１日から 46 年４月 1日まではＡ社Ｂ所で被保険者記録

を有しているが、38年３月 16日から同年４月１日までの厚生年金保険の被保

険者記録が無い。 

雇用保険の記録、事業主から提出のあった在職証明書及び事業主の供述から

判断すると、申立人がＡ社のＣ所に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、社会保険事務所の記録では、申立期間当時、Ａ社のＣ所を管轄する同

社Ｂ所は、厚生年金保険の適用事業所となっていない。しかしながら、同社は

法人であり、また申立期間当時、同所は 250 名を超える従業員がいたことが確

認でき、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたもの



 

と判断されることから、申立人は、同所にて、厚生年金保険の被保険者であっ

たと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 38 年４月の社会保険事務

所の記録から２万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人が勤務していたＡ社のＣ所は、同社内の組織変更により、

昭和 38年３月 16日にＡ社Ｄ所から、新設されたＡ社Ｂ所へとその管轄が変更

されたが、その際、同社Ｂ所の厚生年金保険の適用事業所としての社会保険事

務所への届出が遅れ、その結果、申立人の厚生年金保険の資格取得届の提出も

遅れたものと回答していることから、事業主は、社会保険事務所の記録どおり、

Ａ社Ｂ所における資格取得日を昭和 38 年４月１日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る 38 年３月分の保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。  



 

東京厚生年金 事案 2992                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 49 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 10月１日から同年 11月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間中、継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されていたので、

申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。  

     

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社の当時の取締役や複数の従業員の供述及び同僚か

ら提出された給与明細書から判断すると、申立人は、申立期間当時、同社に勤

務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 49年 11月のＡ社における

社会保険事務所の記録から、11万円とすることが妥当である。 

   一方、社会保険庁のオンライン記録によれば、Ａ社は、昭和 49年 11月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間においては適用事業所と

しての記録は無いが、同年 10月１日において、少なくとも 14人の従業員が同

社に在籍していたと供述しており、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所

の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情



 

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 2993                   

 

第１ 委員会の結論 

     申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成７年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 36万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 11月 30日から同年 12月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、平成７年 11 月 30日まで勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給

与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の社会保険担当者の供述から判断すると、申立

人は、同社に平成７年 11月 30日まで勤務し申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成７年 10 月のＡ社における

社会保険事務所の記録から、36万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日の届出を平成７年 12

月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年 11月 30日と

誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含



 

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2995 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の

標準賞与額に係る記録を 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年９月 15日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間に

支給された賞与に係る記録が無い旨の回答をもらった。既に会社から訂正届

が出されているので、申立期間が厚生年金の給付に反映されるよう記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出のあった保険料控除に係る証明書及び支給控除一覧表によ

り、申立人は、申立期間に係る賞与の支払いを受け、その主張する標準賞与額

（50 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年 11月 10 日に、事

業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして、訂正の届出を行っていること

から、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2996 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の

標準賞与額に係る記録を 28万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年９月 15日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間に

支給された賞与に係る記録が無い旨の回答をもらった。既に会社から訂正届

が出されているので、申立期間が厚生年金の給付に反映されるよう記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出のあった保険料控除に係る証明書及び支給控除一覧表によ

り、申立人は、申立期間に係る賞与の支払を受け、その主張する標準賞与額（28

万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年 11月 10 日に、事

業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして、訂正の届出を行っていること

から、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2997 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の

標準賞与額に係る記録を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年９月 15日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間に

支給された賞与に係る記録が無い旨の回答をもらった。既に会社から訂正届

が出されているので、申立期間が厚生年金の給付に反映されるよう記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出のあった保険料控除に係る証明書及び支給控除一覧表によ

り、申立人は、申立期間に係る賞与の支払を受け、その主張する標準賞与額（30

万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年 11月 10 日に、事

業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして、訂正の届出を行っていること

から、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2998 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和 54 年４月１日、資

格喪失日が 62 年４月 16 日とされ、当該期間のうち、同年３月 16 日から同年

４月 16日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格喪失日

を同年４月 16日とし、申立期間の標準報酬月額を 26万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年３月 16日から同年４月 16日まで 

Ａ社及び同社グループ会社に継続して勤務していたが、会社の届出ミスに

より、申立期間の１か月が未加入となっていた。既に会社から訂正届が出さ

れているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録並びに事業主から提出のあった保険料控除に係る証明書及

び社報により、申立人が申立てに係る事業所に申立期間についても継続して勤

務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 62 年２月の社会保険事務

所の記録から 26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなか

ったとしていることから、事業主が昭和 62年３月 16日を資格喪失日として届



 

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 2999 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和 59 年４月１日、資

格喪失日が 62 年４月 16 日とされ、当該期間のうち、同年３月 16 日から同年

４月 16日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格喪失日

を同年４月 16日とし、申立期間の標準報酬月額を 32万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年３月 16日から同年４月 16日まで 

Ａ社及び同社グループ会社に継続して勤務していたが、会社の届出ミスに

より、申立期間の１か月が未加入となっていた。既に会社から訂正届が出さ

れているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録並びに事業主から提出のあった保険料控除に係る証明書及

び社報により、申立人が申立てに係る事業所に申立期間についても継続して勤

務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 62 年２月の社会保険事務

所の記録から 32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなか

ったとしていることから、事業主が昭和 62年３月 16日を資格喪失日として届



 

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3000 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和 53 年４月１日、資

格喪失日が 62 年４月 16 日とされ、当該期間のうち、同年３月 16 日から同年

４月 16日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格喪失日

を同年４月 16日とし、申立期間の標準報酬月額を 20万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年３月 16日から同年４月 16日まで 

Ａ社及び同社グループ会社に継続して勤務していたが、会社の届出ミスに

より、申立期間の１か月が未加入となっていた。既に会社から訂正届が出さ

れているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録並びに事業主から提出のあった保険料控除に係る証明書及

び社報により、申立人が申立てに係る事業所に申立期間についても継続して勤

務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 62 年２月の社会保険事務

所の記録から 20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなか

ったとしていることから、事業主が昭和 62年３月 16日を資格喪失日として届



 

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3001 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和 55 年４月１日、資

格喪失日が 62 年４月 16 日とされ、当該期間のうち、同年３月 16 日から同年

４月 16日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格喪失日

を同年４月 16日とし、申立期間の標準報酬月額を 17万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年３月 16日から同年４月 16日まで 

Ａ社及び同社グループ会社に継続して勤務していたが、会社の届出ミスに

より、申立期間の１か月が未加入となっていた。既に会社から訂正届が出さ

れているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録並びに事業主から提出のあった保険料控除に係る証明書及

び社報により、申立人が申立てに係る事業所に申立期間についても継続して勤

務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 62 年２月の社会保険事務

所の記録から 17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなか

ったとしていることから、事業主が昭和 62年３月 16日を資格喪失日として届



 

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3002 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 31年５月 16日、資格喪失日に係る記録を同年７月１日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を１万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年５月 16日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間の一部について、厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答を

もらった。昭和 31年５月 16日から同社に勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出された在籍証明書並びに事業主及び同僚の供述から、申立人

が申立期間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、事業主及び同僚は、申立人は本社採用の正社員であり、Ａ社では、正

社員であれば入社と同時に厚生年金保険の被保険者資格を取得させ、給与から

保険料を控除していたはずと供述をしている上、事業主は、申立人については、

本来であれば昭和 31年５月 16日を資格取得日として届出すべきところ、当時

の担当者が当該届出を失念したと思われるとしている。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る事業所別被保険者名簿から、上述の同

僚が入社と同時に厚生年金保険の被保険者となっていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人は昭和 31 年７月１日に

Ａ社Ｂ支店において厚生年金保険の被保険者資格を取得しており、同年７月の



 

社会保険事務所の記録から、１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時の担当者が申立人に係る資格取得届を失念したと思われ

るとしており、また、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が

提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があった

こととなるが、そのいずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録

しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主は、社会保

険事務所に対して、申立人に係る資格の取得及び喪失に係る届出を行っておら

ず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 31 年５月及び同年６月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期

間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3008     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を平成７年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 44

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女    

    基礎年金番号 ：         

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生     

    住    所 ：        

              

  ２ 申立内容の要旨    

    申 立 期 間 ： 平成６年 12月 31日から７年１月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。同社を退職したのは、平

成６年 12月 31日であるので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の保管する給与明細書及びＡ社の回答により、申立人は、申立期間に

同社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額から、

44万円とすることが妥当である。    

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していないとしてい

ることから、事業主は、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日を平成

６年 12 月 31 日と届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12

月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3009     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格取得日に係る記録を昭和 45年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を４万 8,000円とすることが必要である。   

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男    

    基礎年金番号 ：         

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生      

    住    所 ：              

                        

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月１日から 46 年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。申立期間に本社からＣ支

店への異動はあったものの、同社に継続して勤務していたので、申立期間も

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、Ａ社から提出された在職期間証明書及び厚生年金基金の記

録から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 45年 12月１日に

同社本社から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 46 年６月の社会保険事務

所の記録から、４万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3010     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 22 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 600 円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

           

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：       

    生 年 月 日 ： 大正 14年生        

    住    所 ：        

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年９月１日から 23年２月 25日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。同社には、Ｂ社から異動

により勤務したので、申立期間も同社に継続して勤務していた。申立期間も

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。    

        

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述から、申立人は、Ａ社のグループ会社に継続して勤務し（昭

和 22年９月１日にＢ社からＡ社に転籍）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。      

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 23 年２月の社会保険事務

所の記録から、600円とすることが妥当である。     

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

が既に厚生年金保険の適用事業所でなくなくなっている上、当時の事業主は所

在不明であり、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 3011        

                       

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ法人Ｂ支局における資格取得日に係

る記録を昭和 43年７月 20日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：        

    生 年 月 日 ： 昭和７年生      

    住    所 ：       

                                 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年７月 20日から同年８月 20日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ法人に勤

務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。申立期間に本社から支

局へ異動があったものの、同社に継続して勤務し、厚生年金保険料を控除さ

れていたはずなので、申立期間も被保険者であったことを認めてほしい。     

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ法人から提出された「職員カード」及び雇用保険の記録から判断すると、

申立人は、Ａ法人に継続して勤務し（昭和 43 年７月 20日に同社本社から同社

Ｂ支局に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。        

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 43 年８月の社会保険事務

所の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料を納付していないとしてい

ることから、事業主は申立人のＡ法人Ｂ支局における資格取得日を昭和 43 年

８月 20 日と届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月の保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3013                  

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保険

の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められること

から、申立人の標準報酬月額を平成５年５月から同年 12月までは 22万円に訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成５年５月１日から６年１月 31 日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、平成５年５月から同年 12 月までの標準報酬

月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相

違していることが判明した。そのため、申立期間の標準報酬月額を正しい

記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）におい

て、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成５年５

月から同年 12月までは 22万円と記録されていた。 

一方、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社については、厚生年金保険の

適用事業所に該当しなくなった平成６年１月 31日以降の同年３月 28日に、申

立人を含む４名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申

立人の標準報酬月額は、平成５年５月から同年 12 月まで 22 万円が 11 万円に

訂正されていることが確認できる。社会保険事務所において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た標準報酬月額の 22万円とすることが必要と認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3019                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を昭和 47年 12月３日、資格喪失日に係る記録を昭和 49年６月１日とし、申

立期間の標準報酬月額を 13万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年 12月３日から 49年６月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。Ａ社から出向したＢ社には、昭

和 47年 12月３日から勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除

されていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出のあった給与記録並びにＡ社から提出のあった申立人の辞令

通知書及び同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社に

継続して勤務し、厚生年金保険料を事業主より給与から控除されていたものと

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社の同僚（どう職種、同報酬

の者）の社会保険事務所の記録から、13万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪

失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記

録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格

の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 47 年 12 月から 49 年５月までの保険料について納入の告知を行って



 

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3020～3029 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  

基礎年金番号 ：  別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 18日 

             ② 平成 16年７月 14日 

③ 平成 16年 12月 25日 

④ 平成 17年７月 15日 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同社は既に

社会保険事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付

できず、申立期間の記録は給付に反映されていないので、給付されるよう記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与支給控除一覧表及び厚生年金保険被保険者賞与

支払届により、申立人は、平成 15 年７月 18 日、16 年７月 14 日、同年 12 月

25 日及び 17 年７月 15 日に、同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、各申立期間に係る標準賞与額については、賞与支給控除一覧表におけ

る当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表



 

参照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を、社会保険事務所に対して提出していなかっ

たこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないこと

を認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成15年7月18日 100万8,000円

平成16年7月14日 113万円

平成16年12月25日 95万円

平成17年7月15日 150万円

平成15年7月18日 60万1,000円

平成16年7月14日 49万円

平成16年12月25日 45万1,000円

平成17年7月15日 45万円

平成15年7月18日 53万8,000円

平成16年7月14日 79万円

平成16年12月25日 35万円

平成17年7月15日 76万4,000円

平成15年7月18日 15万円

平成16年7月14日 25万円

平成16年12月25日 25万円

平成17年7月15日 40万円

平成15年7月18日 77万6,000円

平成16年7月14日 50万円

平成16年12月25日 37万3,000円

平成17年7月15日 59万円

平成15年7月18日 78万7,000円

平成16年7月14日 69万7,000円

平成16年12月25日 67万5,000円

平成17年7月15日 50万円

平成15年7月18日 42万4,000円

平成16年7月14日 49万円

平成16年12月25日 32万4,000円

平成17年7月15日 57万円

平成15年7月18日 5万円

平成16年7月14日 18万円

平成16年12月25日 20万円

平成17年7月15日 30万円

平成15年7月18日 30万円

平成16年7月14日 37万円

平成16年12月25日 40万1,000円

平成17年7月15日 91万円

平成15年7月18日 60万3,000円

平成16年7月14日 35万円

平成16年12月25日 49万8,000円

平成17年7月15日 50万円

昭和39年生

昭和45年生

昭和52年生

昭和48年生

昭和33年生

男

男

男

男

男

女

昭和23年生

昭和42年生

昭和26年生

昭和48年生

昭和28年生

3020

3021

男

男

男

男3026

3022

3023

3024

3025

3028

3029

3027



 

東京厚生年金 事案 3030 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15年７月 18日は 10万円、16年７月 14

日は 25万円及び同年 12月 25日は 25万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 52年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間  ： ① 平成 15年７月 18日 

             ② 平成 16年７月 14日 

③ 平成 16年 12月 25日 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同社は既に

社会保険事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付

できず、申立期間の記録は給付に反映されていないので、給付されるよう記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与支給控除一覧表及び厚生年金保険被保険者賞与

支払届により、申立人は、平成 15 年７月 18 日、16 年７月 14 日及び同年 12

月 25 日に、同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、各申立期間に係る標準賞与額については、賞与支給控除一覧表におけ

る当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、平成 15 年７月 18 日は 10 万

円、16年７月 14日は 25万円及び同年 12 月 25日は 25万円とすることが妥当



 

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を、社会保険事務所に対して提出していなかっ

たこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないこと

を認めていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3031 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15 年７月 18 日は５万円及び 16 年７月

14日は 15万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間  ： ① 平成 15年７月 18日 

             ② 平成 16年７月 14日 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同社は既に

社会保険事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付

できず、申立期間の記録は給付に反映されていないので、給付されるよう記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与支給控除一覧表及び厚生年金保険被保険者賞与

支払届により、申立人は、平成 15年７月 18 日及び 16年７月 14日に、同社か

ら賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

また、各申立期間に係る標準賞与額については、賞与支給控除一覧表におけ

る当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、平成 15年７月 18日は５万円

及び 16年７月 14日は 15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主は、申立てに係る賞与の届出を、社会保険事務所に対して提出していなかっ

たこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないこと

を認めていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3032～3034 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  

基礎年金番号 ：  別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ：  ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同社は既に

社会保険事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付

できず、申立期間の記録は給付に反映されていないので、給付されるよう記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与支給控除一覧表及び厚生年金保被保険者賞与支

払届により、申立人は、＜申立期間＞（別添一覧表参照）に、同社から賞与の

支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与支給控除一覧表における

当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参

照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を、社会保険事務所に対して提出していなかっ



 

たこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないこと

を認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

3032 男 昭和22年生 平成15年7月18日 30万円

3033 男 昭和54年生 平成17年7月15日 10万円

3034 男 昭和44年生 平成17年7月15日 5万円



 

東京厚生年金 事案 3035                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成元年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年９月 27日から同年 10月１日まで 

 厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、昭和 60 年７月から平成元年９月末日まで継続して勤務しており、

申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除されていたので、申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった給与明細書及びタイムカードから、申立人は、Ａ社

に平成元年９月 30 日まで継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成元年８月のＡ社における社

会保険事務所の記録から、18万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日の届出を平成元年 10

月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年９月 27 日と

誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含



 

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案 4991 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年４月から 56 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年４月から 56年２月まで 

私は、昭和 55 年４月に会社を退職後、区役所で国民年金の加入手続を

し、申立期間の国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、保険料の納付額の記憶

が曖昧
あいまい

である上、申立期間当時国民年金手帳を交付されていないと説明して

いるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 62 年４月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 4998 

                                 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 11 月から 41 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月から 41年 10 月まで 

    私の申立期間当時の国民年金保険料は、当時勤務していた会社の社長が

国民年金の加入手続を行って、納付してくれていたはずである。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が当時勤務していた会社の社長が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、

国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付して

いたとする当時の社長から、申立人の国民年金に係る納付状況等を聴取する

ことができないため、当時の状況が不明確であるとともに、申立人は、申立

期間当時、国民年金手帳を見たことはないと供述しているなど、申立人が勤

務していた会社の社長が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人の手帳記号番号は昭和 54 年 12 月ごろに払い出されており、

その時点で、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間で

あり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5004 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年５月から 46 年６月までの期間、56 年４月から同年６月

までの期間、56 年 10 月、59 年１月から同年３月までの期間、61 年７月から

同年９月までの期間及び 63 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 39年５月から 46 年６月まで 

              ② 昭和 56 年４月から同年６月まで 

              ③ 昭和 56 年 10月  

              ④ 昭和 59 年１月から同年３月まで 

              ⑤ 昭和 61 年７月から同年９月まで 

              ⑥ 昭和 63 年１月から同年３月まで 

私は、回覧板の広報誌を見て過去にさかのぼって国民年金保険料を納付

できることを知り、結婚前の昭和48年１月に国民年金の加入手続を行い、

その際に、20歳までの過去の未納期間の保険料として10万円くらいを納付

した。結婚後は、金融機関で定期的に保険料を納付していた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、婚姻前に

広報誌を見て昭和48年１月に国民年金の加入手続を行い、その際に20歳から

の保険料をまとめて10万円くらい納付したと説明しているが、申立人の国民

年金手帳の記号番号が払い出された48年１月は特例納付実施期間ではない上、

申立人が納付したとする金額は婚姻前に実施された直近の第１回特例納付に

より当該期間の保険料を納付した場合の保険料額と大きく相違するなど、申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間②、③、④、⑤及び⑥については、申立人が当該期間の保



                      

  

険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申

立人は保険料の納付状況の記憶が曖昧
あいまい

であること、当該期間は５回に及ぶ上、

近接しており、手帳記号番号が特定されている状況下で、数年間にこれだけ

の回数の事務処理誤りが起こることも考えにくいことなど、申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5005 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 10 月から 58 年３月までの期間及び 58 年９月から 61 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年 10月から 58 年３月まで 

       ② 昭和 58年９月から 61年３月まで 

    私の国民年金は、退職後に父親が加入手続と国民年金保険料の納付をし

てくれており、結婚後の期間は私が引き続き保険料を納付していた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人は、当該期間の国民年金保険料を父親が納

付していたと説明しているが、父親名義の預金通帳により、当該期間直前の

昭和 57 年４月から同年９月までの６か月分の保険料については、両親及び申

立人の３人分の保険料の口座振替記録が確認できるものの、申立人は、当該

期間の保険料が振り替えられる半年後には両親分の振替記録しか確認できな

いと説明している上、結婚後に当該期間の保険料をさかのぼって納付した記

憶は無いと説明しているなど、申立人の父親が当該期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   申立期間②については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が所持する

年金手帳により、当該期間当初の昭和 58 年９月に被保険者資格を喪失した旨

の記載が確認でき、当該資格喪失手続については申立人が申し出たものと考

えられ、当該期間は未加入期間であるため、制度上、保険料を納付できない

期間であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



                      

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5006 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年５月から 58 年 12 月までの期間及び 59 年４月から同年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年５月から 58年 12月まで 

② 昭和 59年４月から同年６月まで 

    私は、昭和 46年５月に会社を辞め、市役所で国民年金の加入手続を行っ

た。加入後は生活が苦しく国民年金保険料を納付していなかったが、転居

後、役所からの２度目の督促の電話で、20歳からの未納期間の保険料をさ

かのぼって納付することができると言われ、未納分の保険料は生活が苦し

かったため、４分割にして納付した。その後も保険料を納付してきたので、

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、申立人が、役所

から２度目の督促の電話を受けて、保険料を納付したとする時期は、第３回

特例納付の実施期間であるものの、納付したとする保険料額は、第３回特例

納付で納付した場合の保険料額と大きく異なるなど、申立人が当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 60 年６月時点

では、当該期間の大部分は時効により保険料を納付することができない期間

であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

さらに、申立期間②については、オンライン記録によると、申立人は昭和

61 年 10 月 20 日に当該期間の保険料を過年度納付しているが、その保険料は、

時効経過後の納付を理由に、同年 11 月６日に充当決議され、59 年 10 月から



                      

  

同年 12 月までの期間の保険料に充当処理されたために未納期間となったもの

であり、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5007 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年３月から 51 年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月から 51年 11 月まで 

    私は、父から私の学生時代の国民年金は 20 歳当初に加入手続を行い、国

民年金保険料を納めていると聞いていた。父は母の保険料を付加保険料を

含めて納めていたので、私の保険料も付加保険料を含めて納めてくれてい

たはずである。申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時に国民年金

の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとす

る父親から、当時の状況等を聴取することができないため、当時の状況が不

明確であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

また、所轄社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿でも、

申立期間当時に申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は確認

できないことから、申立期間に係る納付書は発行されていなかったものと考

えられ、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料､周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5008 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年 10 月から 51 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年 10月から 51年６月まで 

私達夫婦は、役所から国民年金保険料の納付について最後通告が来たと

き、借金をして二人分の未納保険料約150万円を納付した。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

   （注）申立ては、死亡した申立人に代わり申立人の妻が、申立人の納付記

録の訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、特例納付を行ったとする申立人から当時

の納付状況を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。 

また、申立人及びその妻の国民年金手帳の記号番号は、第３回特例納付実

施期間中の昭和53年９月ごろに夫婦連番で払い出されており、申立人は、申

立期間直前の期間の保険料を第３回特例納付により納付していることが確認

できるが、特例納付を行った時点では、申立人は、特例納付及び過年度納付

をしなければ60歳到達時まで保険料を納付したとしても国民年金の受給資格

期間を満たさないことから、受給資格期間を満たすために必要な月数の特例

納付及び過年度納付をしたものと考えられるなど、申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5009 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年９月から 51 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年９月から 51年６月まで 

私達夫婦は、役所から国民年金保険料の納付について最後通告が来たと

き、借金をして二人分の未納保険料約150万円を納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、特例納付を行ったとする申立人の夫か

ら当時の納付状況を聴取することができないため、当時の状況が不明確であ

る。 

また、申立人及びその夫の国民年金手帳の記号番号は、第３回特例納付実

施期間中の昭和53年９月ごろに夫婦連番で払い出されており、申立人は、申

立期間直前の期間の保険料を第３回特例納付により納付していることが確認

できるが、特例納付を行った時点では、申立人は、特例納付及び過年度納付

をしなければ60歳到達時まで保険料を納付したとしても国民年金の受給資格

期間を満たさないことから、受給資格期間を満たすために必要な月数の特例

納付及び過年度納付をしたものと考えられるなど、申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5010 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年６月から 41 年３月までの期間及び 47 年６月から同年８

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年６月から 41年３月まで 

             ② 昭和 47年６月から同年８月まで 

    私は、婚姻後に元夫の父から勧められ、国民年金に加入した。国民年金

保険料は元夫の分と一緒に私が納付していた。厚生年金保険に加入してい

た期間も国民年金保険料を納めていたことを憶えている。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、申立人は、国民

年金の加入手続及び加入場所に関する記憶が曖昧
あいまい

であること、婚姻後に居住

していた市の国民年金手帳記号番号払出簿において、申立人と氏名及び生年

月日が一致する者の国民年金手帳の記号番号が昭和 37 年６月に払い出され

ているが、この手帳記号番号による保険料の納付の記録は無いこと、手帳記

号番号払出時点の 41 年９月ごろの時点では、当該期間の過半は時効により

保険料を納付することができない期間であること、保険料を一緒に納付した

とする元夫も当該期間の自身の保険料が一部未納であったことなど、当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間②については、申立人は、当該期間前の昭和 44 年８月以

降、厚生年金保険加入期間中も国民年金保険料を納付しており、47 年３月ま

でに納付した保険料のうち厚生年金保険加入期間分の保険料の還付を受けて

いることが確認できるが、当該期間直前の 47 年３月から同年５月までの厚

生年金保険加入期間の還付処理は途中の同年３月分までとなっていることか



                      

  

ら、同年４月以降は保険料の納付は無かったと考えられること、保険料を一

緒に納付したとする元夫も当該期間の自身の保険料が未納であることなど、

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5011 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年４月から同年９月までの期間、昭和 62 年 11 月から平成

３年２月までの期間、４年４月から同年６月までの期間、８年４月、10 年 11

月から 11 年４月までの期間及び 14 年１月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 62年４月から同年９月まで 

                          ② 昭和 62年 11月から平成３年２月まで 

                          ③ 平成４年４月から同年６月まで 

                          ④ 平成８年４月 

                          ⑤ 平成 10年 11月から 11年４月まで 

                          ⑥ 平成 14年１月 

 私は、国民年金加入以来、国民年金保険料の納付は当然のことと思って

おり、夫婦の保険料を納付していた妻は、保険料免除期間を除き保険料納

付を怠ったことは無い。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、夫婦の国民年金保険料を納付していた

とする申立人の妻は、申立期間の保険料の納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、

申立期間は６回に及び、妻も一部期間を除いて申立期間の自身の保険料が未

納であり、当時申立人及び妻が居住していた区において、これだけの回数の

事務処理誤りが起こることも考えにくい。また、申立期間⑤に関しては、申

立人の所持する平成 10 年の確定申告書には夫婦二人分の保険料の支払額が

記載されているものの、オンライン記録により当該年には７年 12 月から８

年 11 月までの保険料（８年４月分を除く。）を時効直前にさかのぼって納

付していることが確認でき、当該申告書に記載された支払金額と実際に納付



                      

  

した金額とに相当の差が認められるなど、申立人の妻が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5014 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年 12 月から 51 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 12月から 51年６月まで 

私は、地方公務員だった夫と婚姻後、国民年金に加入し、現在まで、国

民年金保険料を納付してきた。申立期間が未加入とされ、申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、申立期間当時所持して

いたとする国民年金手帳及び保険料の納付金額等の納付状況に関する記憶が

曖昧
あいまい

であり、保険料を納付していたとする郵便局は、申立期間当時、現年度

保険料の収納を取り扱っていないなど、申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和

51 年７月に任意加入しており、制度上申立期間の保険料をさかのぼって納付

できず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5015 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年８月から 48 年３月までの期間及び 54 年７月から 59 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年８月から 48年３月まで 

② 昭和 54年７月から 59年 12月まで 

私は、会社を退職した昭和 45 年８月に国民年金に加入し、現在まで国

民年金保険料を納付してきた。同年 10 月に婚姻してからは、夫の保険料

も納付してきた。また、保険料を免除申請したこともない。申立期間の保

険料が未納、免除又は未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険

料の納付時期、納付金額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人

が保険料を納付していたとする申立人の夫も、申立人と同様に、婚姻後の昭

和 45 年 10 月から 48 年３月までの期間並びに 54 年７月及び同年８月の保険

料が未納又は免除となっている。また、申立人は、当初、申立人の夫が厚生

年金保険の被保険者であった 54 年９月から 59 年 12 月までの期間も夫婦二人

分の保険料を納付していたと説明していたが、後に申立人の保険料だけを納

付していたとしており、主張が変遷しているなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5021 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月から 51年３月まで 

私は、失業中に住民税の納付に関し市役所に相談に行き､その時に国民年

金に加入した。昭和 51 年４月ごろに国民年金保険料を納付し、51 年分の

確定申告書に納付した金額が記載されているのに､申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する確定申告書には、申立人が納付したとする保険料額の記

載はあるが、国民年金保険料ではなく、国民健康保険料と記載されており、

ほかに申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

また、申立期間は未加入期間であり、申立人の国民年金手帳記号番号が払

い出された昭和 59 年 10 月時点では、申立期間は時効により保険料を納付で

きない期間である上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5027 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年３月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月から 50年３月まで 

私は、昭和 49 年３月に会社を退職し、夫と一緒に市役所で、私の国民年

金の加入手続を行った。加入後は、夫婦二人分の国民年金保険料を私が納

付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い

出された昭和 50 年 10 月時点では、申立期間の保険料を過年度納付すること

が可能であったものの、申立人及び夫は保険料をさかのぼって納付した記憶

が無いなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

また、申立人は、現在所持する年金手帳の前に別の手帳を所持していた記

憶は無いと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5031 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年 11 月から 50 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年 11月から 50年 12 月まで 

私は、昭和 51 年３月の離婚後、納付していなかった国民年金保険料を特

例納付できることを知り、市役所で国民年金の加入手続をし、申立期間の

保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い

出された昭和 53 年には第３回特例納付が実施されているものの、申立人は、

保険料の納付時期、納付方法、納付場所に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人

が特例納付したとする金額は、第３回特例納付により申立期間の保険料を納

付した場合の金額と相違し、納付済みと記録されている 51 年１月から 53 年

３月までの保険料を申立人の手帳記号番号が払い出された時点で過年度納付

等をした場合の金額とおおむね一致しているなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5032 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年５月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年５月から 51年３月まで                           

私の両親は、申立期間の私の国民年金保険料を納付していたと話してい

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、国民年金の加入手

続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる両親

から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確

である上、母親から昭和 61 年に手渡されたとする申立人の国民年金手帳の形

式は、申立期間途中の 49 年 11 月から 61 年３月までの間に発行されていたも

のであるなど、申立人の両親が申立人の申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 53 年６月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人の保険料を納付していたとする両親が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5033 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 
    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 41年３月まで 

私たち夫婦は、昭和 55 年ごろに、区の職員から国民年金保険料の未納分

を納付しなければ年金がもらえなくなると言われたので、申立期間の保険

料を特例納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人夫婦は、納付したとする保険料

の金額の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人夫婦は、第３回特例納付により保

険料を納付する時点では、60 歳まで保険料を納付したとして、夫は年金受給

資格期間を６か月超えるが、妻は 30 か月不足するため、受給資格期間を満た

すのに必要な納付月数も考慮して、それぞれ 60 歳まで保険料を納付した場合

に、夫の納付済み期間は 318 か月、妻の納付済み期間が 312 か月になるよう、

特例納付をしたものと考えられるなど、申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5034 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年 10 月から 40 年３月までの期間及び 42 年４月から 45 年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 10月から 40年３月まで 

             ② 昭和 42年４月から 45年６月まで 

私たち夫婦は、昭和 55 年ごろに、区の職員から国民年金保険料の未納分

を納付しなければ年金がもらえなくなると言われたので、申立期間の保険

料を特例納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人夫婦は、納付したとする保険料

の金額の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人夫婦は、第３回特例納付により保

険料を納付する時点では、60 歳まで保険料を納付したとして、夫は年金受給

資格期間を６か月超えるが、妻は 30 か月不足するため、受給資格期間を満

たすのに必要な納付月数も考慮して、それぞれ 60 歳まで保険料を納付した

場合に、夫の納付済み期間は 318 か月、妻の納付済み期間が 312 か月になる

よう、特例納付をしたものと考えられるなど、申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5035 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年５月から 51 年４月までの期間及び 52 年６月から 53 年

８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年５月から 51年４月まで 

② 昭和 52年６月から 53年８月まで 

私は、次女が幼稚園に入った昭和 49 年４月ごろに、義母や友人に勧め

られて、国民年金に任意加入し、国民年金保険料を納付していた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、申立人は、当該

期間当初に国民年金に加入した時には国民年金手帳を交付されていないと説

明している上、保険料額の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立期間②については、

申立人が納付したとする保険料の月額は、当該期間の過半の保険料の月額と

相違しており、納付済みと記録されている当該期間直後の昭和 53 年９月か

ら 54 年６月までの保険料額とおおむね一致しているなど、申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立人が所持する国民年金手帳により、昭和 53 年９

月に国民年金に任意加入していることが確認でき、制度上申立期間の保険料

をさかのぼって納付できず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5039 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月から 60 年３月までの期間及び 61 年５月から 63 年

11 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年４月から 60年３月まで 

             ② 昭和 61年５月から 63年 11月まで 

    私は、昭和 59 年４月に居住していた町の役場で国民年金の加入手続を行

い、勤務地である最寄りの市にあった金融機関で納付書により国民年金保

険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の状況及び保険料の

納付時期、納付金額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、保険料を納

付したとする最寄りの市に所在する金融機関では、申立人が当時居住していた町

が作成した納付書による保険料の収納を取り扱っていなかったことが確認できる

など、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成６年４月時点で

は、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、国民年金に初めて

加入した時に交付されたとする国民年金手帳は、記載内容から、申立期間後の平

成元年以降に作成、交付されたものであることが確認できるなど、別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5040 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 42 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年７月まで 

私は、昭和 36 年６月ごろに国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人が所持していたとする国民

年金手帳は、申立期間当初に交付されていた手帳と表紙の色が異なり、申立

期間当初に納付していたとする保険料の金額は、当時の保険料額と相違する

など、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立人は、国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 42 年８月

に任意加入しており、制度上申立期間の保険料をさかのぼって納付できず、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5041             

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年１月及び同年２月 

私は、銀行を退職した翌月の昭和 61 年１月に市役所で国民年金の加入手

続を行い、金融機関で国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付金額等の記憶が

曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。  

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 63 年７月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5048 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年８月、３年 10 月、６年２月及び７年６月から同年８月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年８月 

② 平成３年 10月 

③ 平成６年２月 

④ 平成７年６月から同年８月まで              

私は、平成12年３月ごろに国民年金保険料を納付するため社会保険事務

所に行った際、職員から合わせて６か月の未納期間があることを指摘され、

手書きの納付書を発行してもらい保険料を納付した。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、納付した保険料額は１か月分が1万

3,300円だったとしているが、当該保険料額は申立期間のいずれの期間の保険

料額にも合致しない。また、申立人は、平成12年３月ごろに社会保険事務所

の職員に申立期間の保険料の未納を指摘され保険料を納付したと説明してい

るが、当該時点では申立期間は時効により保険料を納付できない期間である

など、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5049 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 61 年 12 月までの期間及び 63 年 10 月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年４月から 61 年 12月まで 

② 昭和 63年 10月から同年 12月まで 

私は、昭和 60 年に夫婦で経営していた事業所の営業をやめ、夫婦の厚生

年金保険の資格喪失と国民年金の加入手続を行い、送付されてきた納付書

で夫婦の国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、申立人は、夫婦

の保険料をさかのぼって納付した記憶は無いと説明しているが、昭和 62 年１

月から 63 年９月までの期間及び平成元年１月から同年３月までの期間の保険

料は同年４月から３年４月にかけて時効期間が経過する直前に過年度納付し

ており、元年４月以降に当該過年度保険料と現年度保険料の両方を納付して

いることが確認できること、保険料の納付を始めた同年４月時点では、当該

期間は時効により保険料を納付できない期間であることなど、当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、当該期間前後の期間の保険料をそれぞれ時効期間

が経過する直前の平成２年 10 月及び３年４月に過年度納付していることが確

認できるものの、その間の２年 11 月から３年３月までの保険料を現年度納付

していることが確認できる３年２月及び同年３月時点では、当該期間の保険

料は時効により保険料を納付することができない期間であるなど、当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5050 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 61 年 12 月までの期間及び 63 年 10 月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年４月から 61年 12月まで 

② 昭和 63年 10月から同年 12月まで 

    私は、昭和 60 年に夫婦で経営していた事業所の営業をやめ、妻が夫婦の

厚生年金保険の資格喪失と国民年金の加入手続を行い、妻が送付されてき

た納付書で夫婦の国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、夫婦の保険料

を納付していたとする妻は、夫婦の保険料をさかのぼって納付した記憶は無

いと説明しているが、昭和 62 年１月から 63 年９月までの期間及び平成元年

１月から同年３月までの期間の保険料は同年４月から３年４月にかけて時効

期間が経過する直前に過年度納付しており、元年４月以降に当該過年度保険

料と現年度保険料の両方を納付していることが確認できること、保険料の納

付を始めた同年４月時点では、当該期間は時効により保険料を納付できない

期間であることなど、妻が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、当該期間前後の期間の保険料をそれぞれ時効期間

が経過する直前の平成２年 10 月及び３年４月に過年度納付していることが確

認できるもののその間の２年 11 月から３年３月までの保険料を現年度納付し

ていることが確認できる３年２月及び同年３月時点では、当該期間の保険料

は時効により保険料を納付することができない期間であるなど、妻が当該期



                      

  

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5051 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年８月から 61 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年８月から 61年１月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料は、妻が加入手続をし、納付していた

と思う。妻は申立期間の保険料がほとんど納付済みであるのに、私が国民

年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険

料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする妻は申立期間当時

の加入手続及び納付状況等に関する記憶が不明確であるなど、妻が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、現在所持する厚生年金保険の記号番号のみが記載された

年金手帳以外の手帳を所持していた記憶が無いと説明しており、申立人が居

住していた区及び所轄社会保険事務所において、国民年金手帳の記号番号が

払い出されていた記録も無い上、手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5052 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年２月から 45 年３月までの期間及び 46 年４月から 47 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月から 45年３月まで 

                          ② 昭和 46年４月から 47年３月まで 

    母は、私が 20歳になったときに私の国民年金の加入手続を行い、毎月実

家の食料品店に来ていた集金人に国民年金保険料を納付してくれていた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

申立期間の保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母

親から当時の状況を聴取することができないため、当時の状況が不明確であ

る上、母親が申立人の保険料と一緒に納付していたとする姉及び次兄につい

ては、申立期間の全部又は一部の期間の保険料は第２回特例納付及び第３回

特例納付により納付していることが確認できることから、申立期間当時は未

納期間であったことなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5054 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年 10 月から 56 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 10月から 56年９月まで 

    私の国民年金保険料は、結婚後は夫が自身の保険料と一緒に納付してい

たはずである。申立期間の保険料が夫は納付済みであるのに、私だけが未

納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が結婚前に居住していた区の国

民年金手帳の記号番号払出簿及び国民年金被保険者索引票により、昭和 46 年

８月に申立人の手帳の記号番号が払い出されていること、51 年の結婚・転居

時以降不在扱いとされていること、56 年 11 月に申立人の被保険者台帳が結

婚後に居住していた区を管轄する社会保険事務所に移管されたことが確認で

き、申立期間当時は、不在扱いとされていたため納付書が発行されていなか

ったと考えられる。また、結婚後に居住した区において申立人の手帳記号番

号が再度払い出された 56 年 10 月時点では、申立期間の過半は時効により保

険料を納付することができない期間である上、婚姻後に納付していたとする

夫は、保険料をさかのぼって納付した記憶はないと説明しているなど、申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5055 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 51 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女  

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 15年生 

    住    所 :   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 :  昭和 48年４月から 51年 12月まで 

    私は、国民年金保険料を区役所から送付された納付書により、夫の分と

一緒にきちんと納付していた。国民年金加入当初にさかのぼって 30 万くら

い納付した記憶がある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が国民年金加入当初にさかのぼっ

て納付したとする金額は、申立人が所持する第３回特例納付に係る納付書で

確認できる 48 か月分の保険料額及び第３回特例納付の実施期間において過年

度納付及び現年度納付した場合の保険料額を合わせた金額とおおむね一致し

ている上、申立人がさかのぼって納付したとする期間は、申立期間直前の納

付済みとなっている昭和 44 年４月から 48 年３月までの特例納付した期間に

対応していると考えられるなど、申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5056 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年８月から 11 年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年８月から 11年９月まで 

私は、会社を辞めた後に､専門学校に入学したが、入学金を納めるため

に金銭的に余裕がなくなり、国民年金保険料を一時的に納付しなかった。

以前に父から、保険料は２年間しかさかのぼって納付できないことを聞い

ていたので未納にならないように注意してきた。区役所で申立期間の保険

料をまとめて約 30 万円納付したことを記憶している。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、区役所で納付書を作成しても

らい、その場でまとめて申立期間の保険料を納付したとしているが、過年度

分の保険料の収納は区役所では行っていない上、申立期間直後の平成 11 年

10 月から 12 年１月までの保険料を納付した 13 年 11 月時点では、申立期間

は時効により保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申

立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5057 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年９月から 51 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年９月から 51年６月まで              

私の妻は、国民年金保険料を未納にしていた人を救済する最後の機会と

して、さかのぼって納付できる措置が行われているとテレビニュースで聞

き、私の保険料を納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、妻が申立人の保険料を納付したとする

昭和 53 年後半又は 54 年当初は第３回特例納付の実施期間であり、53 年から

54 年にかけて、52 年４月から同年 12 月までの期間及び 53 年 10 月から 54 年

３月までの期間の保険料を過年度納付していることが確認できるものの、妻

は保険料額に関する記憶が不明確であり、督促状を受け取ってから納付した

とする説明は、特例納付では無く過年度納付による納付方法に合致するなど、

妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

また、申立人の国民年金被保険者資格の取得日は昭和 52 年３月 25 日であ

るため、申立期間は未加入期間であり、制度上、さかのぼって保険料を納付

できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 5058 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 53 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 53年１月まで 

私の国民年金については、結婚した昭和 48 年４月に父が加入手続をして

くれ、結婚後の申立期間の国民年金保険料は妻が納付してくれていたはず

である。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人自身は申立期間の保険料の納付

に関与しておらず、保険料を納付していたとする妻も、当時の納付方法及び

納付金額などの納付状況等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 54 年２月時点

では、申立期間の過半は時効により保険料を納付することができない期間で

ある上、妻には当時さかのぼって保険料を納付した記憶が無く、別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案 5059 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年２月から 43 年９月までの期間、45 年２月及び同年３月

並びに 45 年 12 月から 49 年 12 月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月から 43年９月まで  

             ② 昭和 45年２月及び同年３月 

             ③ 昭和 45年 12月から 49 年 12月まで             

私の父は、私が20歳になった昭和39年２月に、「国民年金に加入し、社

会人になるまで責任を持って国民年金保険料を納めておく。」と言ってい

たので、申立期間①の保険料は両親が納めてくれていた。また、51年ごろ

には私か元妻が国民年金に関する手続をして、過去にさかのぼって保険料

を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人、申立人の両親及び元妻が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立期間①について

は、申立人は保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続

及び保険料を納付したとする両親から当時の納付状況等を聴取することがで

きないため当時の状況が不明確である上、申立人の兄及び姉も当該期間当時

は学生時代を含め国民年金に未加入であるなど、申立人の両親が当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。申立期

間②については、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替手続をした

記憶は無いとしているなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。申立期間③については、申立人の

国民年金手帳の記号番号は、昭和51年６月に払い出されているが、申立人は、

国民年金の加入手続及び過年度納付についての記憶が曖昧
あいまい

であり、一緒に保

険料を納付していたとする元妻も同じ時期に手帳記号番号が払い出され、申



                      

  

立人と同様に50年１月から保険料納付を開始しているなど、申立人及び元妻

が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

また、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和51年６月時点では申立期

間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



東京厚生年金 事案 2882           

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年８月 25日から 33 年５月 26日まで 

平成 19年 11月ごろ、社会保険事務所で厚生年金保険の加入状況について

確認したところ、申立期間について脱退手当金が支給されていることを知っ

た。 

しかし、申立期間以前の厚生年金保険被保険者期間については、脱退手当

金を受け取った覚えはあるが、申立期間の脱退手当金を受け取った覚えは無

いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定のために必要と

なる標準報酬月額等をＡ省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したこ

とが記録されている上、オンライン記録上、申立期間後に申立期間とそれ以前

の期間を基礎として脱退手当金が支給されており、当該脱退手当金の支給額に

計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人の脱退手当金は昭和34年３月19日に支給決定されているが、

当時は通算年金制度創設前であり、申立期間後に厚生年金保険の加入歴が無い

申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から

聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2883            

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年１月 21日から同年 12月 29日まで 

             ② 昭和 47年３月 29日から 49年９月 29日まで 

平成 19 年２月または３月ごろ、社会保険事務所で年金受給の手続を行っ

たところ、申立期間について脱退手当金が支給されていることを知った。 

しかし、脱退手当金が支給されたとする時期には、出産のため実家で静養

しており、請求手続は行っていないので、脱退手当金の支給記録を取り消し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の申立人の氏名は、申立期間の事

業所を退職後の昭和 49 年 10 月 24 日に氏名変更が行われていることが確認で

き、申立期間の脱退手当金は同年 12月 17日に支給決定されていることを踏ま

えると、脱退手当金の請求に伴い氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給されてい

ることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る最終

事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後に支給決定

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2884                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年６月３日から 40年９月 28日まで 

社会保険事務所で年金受給の手続を行ったところ、申立期間について、脱

退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、会社から脱退手当金の説明を受けたことはなく、請求手続を行っ

たことや、もらった記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿に記載されている女

性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 40年９月 28日の

前後３年以内に資格喪失した者４名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、全

員に脱退手当金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日から６か月以内に脱退手

当金の支給決定がなされている上、当該支給決定の記録がある者の一人は、事業所

が脱退手当金の請求手続をした旨の供述をしていることを踏まえると、申立人につ

いても、事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額

に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４

か月後の昭和 41年１月 28日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受

給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2885                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年２月１日から 36年９月 11日まで 

60歳ごろ、社会保険事務所で年金相談をしたところ、申立期間について、

脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、会社から脱退手当金の説明を受けたことは無く、脱退手当金をも

らった記憶は無いので、申立期間を厚年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約３か月後の昭和 36 年 11 月 28 日に支給決定されているなど、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2886                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年２月１日から 39年 12月 20日まで              

平成 11 年ごろ、社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立期間

について、脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間前の厚生年金保険被保険者期間については脱退手当金を

もらったことはあるが、申立期間の脱退手当金をもらった記憶は無いので、

脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、支給記録どおりの申立期間前の厚生年金保険被保険者期間

126か月に係る脱退手当金を受給したことを認めており、申立期間の脱退手当

金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても、受給

した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2887                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年８月４日から 33年 12月 21日まで 

社会保険事務所で年金受給の手続を行ったところ、申立期間について、脱

退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金について会社から説明は無く、請求手続を行ったこと

や、もらった記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給決定された昭和

34 年 12 月 24 日の直前の同年 11 月 30 日に、脱退手当金の算定のために必要

となる標準報酬月額等をＡ省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答した

ことが記録されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無

いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前で

あり、申立期間の事業所を退職後、昭和 51年 12月まで厚生年金保険への加入

歴が無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申

立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2890 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年６月 25日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。私は、平

成５年４月１日にＡ社に入社し、平成９年６月末まで働き退職し、厚生年金

保険料も６月の給料支払明細書で厚生年金保険料が控除されているので、申

立期間も、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、出勤簿及び給料支払明細書等により、申立人がＡ社（現

在は、Ｂ社）に平成５年４月１日から平成９年６月 30 日まで、申立期間を含

み継続して勤務していたことが確認できる。 

しかし、申立人が提出したＡ社の平成９年６月分給料支払明細書で厚生年金

保険料が 1か月分控除されていることが確認できるが、Ｂ社に保険料控除の方

法について照会したところ、申立期間当時、厚生年金保険料は翌月控除であっ

たと回答している上、申立人が保管している給料支払明細書からも翌月控除で

あったことが確認できる。 

さらに、申立人は平成９年６月分の給与がＡ社における最後の給与であった

としていることから、同年６月分に係る厚生年金保険料の控除を確認すること

ができない。 

加えて、Ｂ社から提出された厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書にお

いて、申立人の資格喪失日は平成９年６月 25 日と記載されており、社会保険

事務所のオンライン記録で、申立人の厚生年金保険被保険者記録に訂正の形跡

は無いことから、事業主は平成９年６月 25 日を資格喪失日とする届出を行っ

たものと考えられる。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年５月１日から 45年２月２日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について厚生

年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を得た。昭和 43年４月１日か

ら 45年２月２日までは、Ａ社に継続して勤務しているので、申立期間に厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社（現在は、Ｂ社）の複数の従業員の供述により、申立人が申立期間も継

続して同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社は、申立期間当時の資料を保管していないことから、申立人の

申立期間当時の勤務実態や厚生年金保険の取扱いは不明であると回答として

いる。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立期

間当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会

したところ、「美容部員の中には厚生年金保険に加入しなかった人がおり、加

入していない人から保険料控除はしていない。」「美容部員は、給与が歩合制の

ため、加入は任意であった。」などの供述があったことから、同社においては、

一部の従業員について厚生年金保険に加入させていなかったものと考えられ

る。 

さらに、上記被保険者名簿により申立人は、昭和 43 年５月１日に厚生年金

保険の資格を喪失し、政府管掌健康保険の被保険者証が同年５月 21 日に社会

保険事務所に返納されていたことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料や周辺事情は無い。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2892 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等    

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 28年６月 28日から 33年４月１日まで 

             ② 昭和 33年７月 24日から 34年８月８日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社での記

録が昭和 27年９月に資格取得、28年６月に資格喪失との回答を得た。Ａ社

には 27 年から 34 年まで勤務し、その期間の途中、33 年４月から同年７月

までは他社に勤務していた。申立期間①及び申立期間②について、同社の厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の申立人における厚生年金保険被保険者台帳を確認したと

ころ、昭和 27 年９月１日から 28 年６月 28日までの申立人に係る厚生年金保

険被保険者期間は、他の事業所に係る記録であり、Ａ社に係る記録ではなかっ

た。 

また、申立人がＡ社に勤務していたと主張したのは、終戦前まで同社が所在

していた場所に会社があり、看板にＡ社と書かれていたためであり、会社名は

明確でなく、Ｂ社とも言っていたと供述している。そこで、同社について調査

したところ、商業登記簿を確認したが見当たらず、社会保険庁の記録において

も該当の事業所は見当たらない。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 20年８月 20日に厚生年金

保険の適用事業所でなくなっており、別所在地のＡ社及び類似名称のＣ社も、

申立期間当時は厚生年金保険の適用事業所でないことが確認できる上、その所

在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

さらに、申立人が記憶している同僚は、死亡又は住所が確認できないため、

Ａ社に係る申立人の申立期間における勤務の実態や厚生年金保険の取扱いが



確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主よ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2893 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 30年４月から 31年２月１日まで 

             ②昭和 31年３月 26日から同年 12月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間①の昭和 30年４月から 31年２月１日まで及び②

の 31 年３月 26 日から同年 12 月までの期間について加入記録が無い旨の回

答をもらった。同社には、申立期間を含め 30 年４月ごろから 31 年 12 月ご

ろまで継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは

昭和 31 年２月１日であり、申立期間①は適用事業所となっていない期間であ

ることが確認できる。 

また、Ａ社の事業主は、既に会社は解散しており、当時の人事記録、賃金台

帳等の資料が残されていないため、申立人の勤務の実態や厚生年金保険の取扱

いについては不明であると供述している。 

さらに、申立人が記憶している同僚二人のうち一人は、Ａ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿に記録が無く、他の一人は消息が不明であり、申立

人の申立期間に係る勤務の実態や厚生年金保険の取扱いについて確認できな

い。 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿か

ら、昭和 31 年２月１日に在籍していた複数の従業員に、申立人の申立期間に

おける勤務の実態及び厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、回答の

あった二人は、いずれも申立期間に申立人が勤務していたことの記憶が無いと



供述している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除について

これを確認できる関連資料や周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2894 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、労働者年金保険の被保険者であったと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等    

    氏    名 ： 男（死亡）  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 17年１月１日から 19年９月 30日まで 

社会保険事務所において脱退手当金の受領が確認できるが、Ａ社からＢ社

に派遣され勤務していたときの未支給年金が残っているはずと思うので、社

会保険事務所に申し立てたところ、加入記録が無いとの回答を得た。相当期

間経過しているが、Ａ社に在籍し、派遣勤務していた期間の未支給年金に係

る年金記録の訂正をお願いしたい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ｂ社が設立されたのは昭和 17 年４月１日であることから、申立期間のうち

同年１月１日から同年３月 31 日までの期間については、申立人が同会に派遣

されていたとは考えられない。 

また、労働者年金保険法では、申立期間のうち、昭和 17 年１月１日から同

年５月 31 日までの期間については、保険料徴収までの施行準備期間であるこ

とから、同法上、労働者年金保険の被保険者期間とはならない。 

さらに、申立期間のうち、昭和 17 年６月１日から 19 年９月 30 日までの期

間については、労働者年金保険法の適用期間であるものの、同法では、筋肉労

働者の男子工員のみが労働者年金保険の被保険者となるとされているところ、

申立人は、Ｂ社に事務職で派遣され、事務室で配船等の事務を行っていたとし

ていることから、労働者年金保険の被保険者ではなかったものと判断される。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間において労働者年金保険の被保険者であったことを認めること

はできない。 



東京厚生年金 事案 2898                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年６月７日から 31年８月まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には、昭和 31 年ごろまで勤務していたので、申立期間も厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

昭和28年10月に授与されたＡ社在籍時の表彰状及び同社の複数の元同僚の

供述により、申立人が、申立期間に同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社の元同僚であり当時の事業主の子供は、昭和 25 年当時

には同社の業績が悪かったので、同時期に多くの従業員の厚生年金保険被保険

者資格を喪失させたことを記憶していると供述しており、このことは、社会保

険事務所が保管する同社の被保険者名簿においても、昭和 25 年当時に加入記

録がある 10 名のうち、申立人を含む６名が申立人と同時期に被保険者資格を

喪失していることからも確認できる。 

また、Ａ社の申立期間当時の事業主及び社会保険担当者は既に死亡している

ことから、申立人の勤務状況等について確認することができない。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2899                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 11月 26日から３年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。同社に勤務

していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与振込記載の銀行預金通帳及びＡ社からの照会回

答により、申立人が、申立期間当時、同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社では、申立期間当時、従業員の入社後一定期間を試用期

間としており、当該期間については、厚生年金保険への加入及び保険料の控除

は行っていなかったとしている。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、

申立期間当時に厚生年金保険に加入していた 12 名の従業員に照会したところ、

うち３名から回答があり、このうちの１名は、申立人を記憶しており、同社に

おいては、おおむね３か月程度の試用期間があったと供述している。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2900                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月１日から 37年４月１日まで 

Ａ研究所に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。Ａ研究所には昭和 35年４月１日から 40年４月１日まで勤務してい

たので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ研究所の元同僚、先輩及び事業主からの回答により、申立人が、

同研究所において申立期間も含めて継続して勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ研究所では、申立期間当時の厚生年金保険に係る資料を保

管していない上、当時の担当者もいないことから、申立期間当時の厚生年金保

険の加入取扱いについては不明としている。 

また、社会保険事務所が保管するＡ研究所に係る厚生年金保険被保険者名簿

によると、同研究所において昭和 34年から 36年の間に被保険者資格を取得し

ている 16名については、加入期間がすべて１年以内であることが確認できる。 

このほか、申立人についての申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2934 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年７月 31日から同年８月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間も同社に勤務したことは確かであるので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立期間当時の事業主の供述から、申立人は、平成

４年８月 31日までＡ社に勤務していたことが認められる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、平成４年７月 31 日に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなっていることが確認できる。 

また、申立期間当時のＡ社の総務担当者によると、在籍していた従業員に対

し、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなるため、国民年金及び国民健康

保険に切り替えるように説明したと供述している。 

さらに、社会保険事務所の記録において、申立人の資格喪失日と同日である

平成４年７月 31日にＡ社における厚生年金保険の資格を喪失している者のう

ち、複数の者が同日から国民年金に加入し、その保険料を納付していることが

確認できる。 

加えて、社会保険事務所の記録では、申立人に係るＡ社における厚生年金保

険の資格喪失手続は、平成４年８月 26 日に行われており、同日に健康保険証

が回収されていることから、社会保険事務所の処理と上記総務担当者の供述に

矛盾は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2935  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年２月から 48年４月まで 

    昭和 46 年２月にＡ社に入社し、会社の分裂によりＢ社に移ったが、昭和

48 年４月まで同社に勤務していた。社会保険事務所の記録では、この間の

厚生年金保険の記録が無いので、厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人から提出のあった写真及び申立人の具体的な申立内容により、勤務期間は

特定できないが、申立人が、Ａ社及びその関連会社であるＢ社に勤務していたこと

は推認することができる。 

しかし、申立期間当時のＡ社の総務部長によると、当時は、従業員の出入りが激

しく、厚生年金保険への加入を拒む者が多かったことなどの理由から、申立人のよ

うな一般営業職の社員は、原則として厚生年金保険には加入させず、保険料も控除

していなかったと供述している。 

また、社会保険事務所のＡ社及びＢ社に係る厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人が記憶していた複数の同僚についても、厚生年金保険に加入していないこと

が確認できることから、上記総務部長の供述のとおり、同社は、すべての従業員を

厚生年金保険に加入させていたわけではないものと考えられる。 

さらに、申立人に係る雇用保険の加入記録は確認できず、このほか、申立人の申

立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は無い。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2937 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年６月 16日から同年９月 17日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ信用組合

（現在は、Ｂ信用組合）に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が

無いとの回答をもらった。昭和 42年９月 16 日にＡ信用組合を退職した旨の

記載がある発令簿を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42年９月 16日退職との記載があるＡ信用組合の発令簿の写

しをもって、同日まで同社に勤務していたと申し立てているが、同社に係る雇

用保険の加入記録では、同年４月１日に入社し、同年６月 16 日に離職してい

ることが確認でき、厚生年金保険の加入記録と一致している。 

また、Ａ信用組合は、平成６年４月にＢ信用組合と合併しているため、Ｂ信

用組合に申立人の申立期間に係る勤務の実態を照会したところ、同社が保管し

ていたＡ信用組合の発令簿によると、申立人の退職日は、昭和 42 年６月 16

日となっていることが確認できるため、申立人は、申立期間にはＡ信用組合に

在職していないとしている。 

そこで、申立人から提出のあったＡ信用組合の発令簿の写しとＢ信用組合か

ら提出のあったＡ信用組合の発令簿を照合すると、申立人から提出のあった発

令簿の写しには、退職月を「六」から「九」に修正された痕跡が見受けられる

ため、申立人から提出のあったＡ信用組合の発令簿の写しをもって、申立人が、

申立期間にＡ信用組合に勤務していたことを認めることはできない。 

さらに、申立人は、社会保険事務所のＡ信用組合の厚生年金保険被保険者名

簿に記載されている自分の資格喪失日が、昭和 42 年９月 16 日から同年６月



16 日に書き替えられていると主張しているが、当該被保険者名簿を確認した

ところ、申立人の資格喪失日は、申立人の主張する同年９月 16 日ではなく、

同年７月 16日と記載されていたものを、同年７月６日において、同年６月 16

日に訂正していることが確認でき、この訂正処理については、不自然な訂正で

あるとはいえず、不合理な処理があったとは認められない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2938 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年１月 30日から 31年１月 30日まで 

                          ② 昭和 32年 10月 16日から 35 年 12 月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうちの申立期間①、及びＢ商事又はＣ商会に勤務していた申

立期間②について、加入記録が無いとの回答をもらった。勤務していたのは

確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 31年１月 30日までＡ社に勤務してい

たと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、申立期間①当時の事業主は死亡しており、当時の従業員や

厚生年金保険に関する資料を保有していないことなどから、申立人の申立期間

①における勤務の状況や厚生年金保険料の控除等については分からないとし

ている。 

また、申立人が記憶しているＡ社の同僚のうち、連絡が取れた二人の同僚に

申立人の申立期間①に係る勤務の実態や厚生年金保険の加入状況について照

会したところ、二人の同僚は、いずれも申立人のことを記憶していない。そこ

で、社会保険事務所のＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間①当時

に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したと

ころ、一人の従業員が申立人のことを記憶しており、当該従業員は、自分は、

昭和 29 年５月ごろに当該事業所を退職したが、申立人は、自分より前に当該

事業所を退職しており、28 年末ごろに退職した記憶があると供述しているこ

とから、申立人が申立期間①において、当該事業所に継続して勤務していたも

のとは考え難い。 



申立期間②について、申立人は、Ｄ県Ｅ区にあるＣ商会又はＢ商事に勤務し

ていたと申し立てている。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ｃ商会及びＢ商事は、Ｄ県Ｅ区において厚

生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

また、申立人は、勤務していた事業所は、梱包用の紐を製造している会社だ

ったと供述しているところ、厚生年金保険の適用事業所として確認できる、所

在地がＤ県にあったＣ商会１社、Ｂ商事２社について、業種を確認したところ、

いずれの事業所も梱包用の紐を製造していた会社ではない上、当該３社の社会

保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は無い。そして、申立

人は、Ｆ県Ｇ市、Ｈ市、Ｉ市のいずれかにＣ商会又はＢ商事の本社があったと

供述しているところ、社会保険庁のオンライン記録では、Ｆ県Ｉ市が所在地の

Ｃ商会１社、Ｂ商事１社について、厚生年金保険の適用事業所として確認する

ことができるが、いずれの事業所も申立期間②当時は厚生年金保険の適用事業

所となっていない。また、Ｆ県Ｇ市及びＨ市では、Ｃ商会及びＢ商事は、厚生

年金保険の適用事業所としての記録は無く、当該所在地を管轄する法務局にお

いて、法人の商業登記の記録も見当たらない。 

さらに、申立人は、Ｃ商会又はＢ商事の事業主、上司、同僚等の氏名を記憶

していないため、これらの者から申立人の申立期間②に係る勤務の実態や厚生

年金保険料の控除等について確認することができない。 

このほか、両申立期間について、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の

事業主による給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2939 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年 11月ごろから 42 年 12月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ医院及び

Ｂ医院に勤務していた申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い旨

の回答をもらった。詳しいことは記憶していないが、申立期間にＡ医院及び

Ｂ医院に勤務していたのは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 41年 11月１日から 42 年１月 23日までの期間につい

ては、Ａ医院から提出のあった職員名簿から、申立人は、当該期間は、同医院

に勤務していたことが確認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ医院が厚生年金保険の適用事業所と

なったのは、平成９年６月１日であり、申立期間当時は適用事業所となってい

ない。 

このことについて、Ａ医院の事業主は、同医院は、個人開業医であり、適用

事業所となる前は、政府管掌健康保険には加入しておらず、同医院の従業員全

員をＣ国民健康保険組合に加入させており、申立人についても当該国民健康保

険組合に加入させていたと供述している。 

次に、申立期間のうち、昭和 42 年１月 24 日から同年 12 月ごろまでの期間

については、Ｂ医院の事業主の供述により、勤務期間は特定できないが、申立

人は、申立期間中に同医院に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ医院は、社会保険事務所に厚生年金保険の適用事業所としての記

録が無い。 

このことについて、Ｂ医院の事業主は、同医院は、個人開業医であり、従業



員数も３名程度であることから、開業から現在まで厚生年金保険の適用事業所

の手続を行ったことは無く、従業員については、全員、Ｃ国民健康保険組合に

加入させていたと供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2940 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年４月から 25年４月まで  

船員保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現在は、

Ｂ社）所有の船舶であるＣ丸に乗船していた申立期間について、加入記録が

無いとの回答をもらった。戦時中に墜落したＤ国戦闘機の搭乗員の死体引き

上げ作業をやっていたので、船員保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間は、Ａ社所有の船舶であるＣ丸に乗船していたと申し立

てているが、Ｂ社は、当時の船舶や船員に関する資料を保有していないことな

どから、申立人の申立期間に係る勤務の実態や船員保険の加入状況について確

認することができないと回答している。 

また、申立人が、一緒に乗船していたことを記憶している船長及び４人の同

僚について、社会保険事務所のＡ社の船員保険被保険者名簿では、いずれも申

立期間に係る船員保険の記録が無く、連絡先も不明であるため、これらの者か

ら申立人の申立期間に係る勤務の実態や船員保険の加入状況について確認す

ることができない。 

そこで、社会保険事務所のＡ社の船員保険被保険者名簿及び厚生年金保険被

保険者名簿から、申立期間当時に船員保険又は厚生年金保険に加入しているこ

とが確認できる複数の従業員に照会したところ、申立人やＣ丸について記憶し

ている者はいなかった。 

さらに、Ａ社の類似名称事業所であるＥ社がＣ丸と同名の船舶を所有してい

たため、社会保険事務所のＥ社Ｃ丸の船員保険被保険者名簿を確認したが、申

立人及び申立人が記憶している船長等の氏名は見当たらない。 

加えて、申立人は、Ｃ丸は、Ｆ軍に接収されていた船舶であったかもしれな



いと供述しているところ、駐留軍施設に勤務する日本人従業員の労務管理を行

っていた渉外労務管理事務所の記録を引き継いだＧ局に照会したところ、接収

船舶に乗船していた船員に関する記録は無いと回答している。また、Ｈ局にも

照会したところ、接収船舶に乗船していた船員の社会保険の管理については不

明であり、申立人の船員保険に係る記録を確認することができなかったと回答

している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険の被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2941 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年７月１日から同年 12月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社又はＢ

社に勤務していた申立期間について、加入記録が無い旨の回答をもらった。

Ａ社からＢ社へ転籍したが、両社は経営者も一緒で、継続して勤務していた

はずなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時は、Ａ社又はＢ社に修理工として勤務していたと申

し立てており、Ｂ社の複数の同僚の供述から判断すると、同社に勤務していた

ことが認められる。 

しかし、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 38年 12月１

日であり、申立期間は、適用事業所となっていない。そして、同社の複数の従

業員は、同社は、Ａ社の修理部門が独立して設立された会社であり、Ａ社のほ

とんどの修理工がＢ社に転籍したと供述しているところ、社会保険事務所の厚

生年金保険の加入記録から、申立人と同様に同年７月１日にＡ社において厚生

年金保険の被保険者資格を喪失し、同年 12 月１日にＢ社において被保険者資

格を取得している従業員（申立人が記憶している同僚含む）を 11人確認でき、

これら従業員全員の申立期間に係る厚生年金保険の加入記録は無い。 

このことについて、Ｂ社の事業主に照会したところ、当該事業主の親族から、

供述できる状態ではないとの回答があり、供述を得ることができなかった。そ

こで、同社の経理担当者に照会したところ、申立人のことを記憶しているが、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除については分からないとして

おり、従業員の一人は、申立期間当時に社会保険が無いことを記憶している。 

さらに、申立人が記憶していた同僚のうち、連絡が取れた二人の同僚に対し、



申立人の申立期間に係る勤務の実態や厚生年金保険料の控除等について照会

したところ、二人の同僚は申立人のことを記憶していたが、厚生年金保険料の

控除等については分からないとしている。そこで、社会保険事務所のＢ社の厚

生年金保険被保険者名簿から、申立人と同様に厚生年金保険の加入記録に空白

期間がある複数の従業員に照会したところ、４人の従業員が申立人のことを記

憶していたが、厚生年金保険料の控除等については分からないとしている。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2942 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：            

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年２月１日から同年 10 月１日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。同社に勤務

していた同僚には、厚生年金保険の加入記録があるので、同期間を被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、従業員１名の供述及び同人所有の慰安旅行の写真から、

申立人がＡ社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、Ａ社は、同社の全従業員の健康保険厚生年金保険被保険者資

格取得確認通知書、標準報酬決定通知書及び資格喪失確認通知書を保管してい

るが、いずれにも申立人に係る通知書は無い。なお、同社が保管している上記

書類の記載内容は、社会保険事務所が保管する同社の被保険者名簿の記録と一

致している。 

また、Ａ社は全従業員の失業保険被保険者資格取得確認通知書を保管してい

るが、同通知書の職種の欄をみると、申立人以外の従業員は、「１」から「３」

のいずれかに丸印が付されているが、申立人のみは「９」に丸印が付されてい

ることから、Ａ社は、申立人について、厚生年金保険に加入させておらず、厚

生年金保険料の控除も行っていなかったと考えられるとしている。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿には申

立人の氏名は無く、健康保険の番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠

落したものとは考え難い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2943 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年 12月から 29 年５月１日まで 

             ② 昭和 30年３月 25日から 31年４月１日まで 

             ③ 昭和 31年６月１日から 32年３月まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間①及び②について、また、Ｂ社に勤務してい

た申立期間③について、厚生年金保険加入記録が無い。厚生年金保険料控除

を証明するものはないが、昭和 28 年 12 月から 32 年３月までＡ社とＢ社に

勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、同僚が提出した写真及び供述から、申立人がＡ社に勤

務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社の事業主は既に死亡しており、同社は既に解散しており、

当時の資料は保管されておらず、当時の状況について確認することができない。 

また、上記の同僚は、厚生年金保険の資格取得日が申立人と同一日の昭和

29年５月１日であるところ、「同社では、入社後一定期間は厚生年金保険に加

入できず、本採用になってから厚生年金保険へ加入することとなっていた。」

と供述している。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認するための手掛かりは得られなかった。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②について、申立人は、Ａ社に勤務していたことを申し立てている。 



しかしながら、厚生年金保険被保険者名簿において申立人と同じ昭和 29 年

５月１日に厚生年金保険被保険者となっている従業員に照会したところ、同従

業員から提出された写真には、申立人は写っていない。当該写真は申立期間②

当時に撮影されたものと考えられるところ、申立人は、「この写真に写ってい

る制服を着た記憶は、はっきりとは無く、この写真の撮影時点では、Ａ社を退

職していたのかもしれない。」と供述している。 

さらに、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の昭

和 30 年３月 25 日及び 31 年４月１日の標準報酬月額については、9,000 円か

ら 7,000円に下がっていることが確認できる上、申立人の同年４月１日の標準

報酬月額は、同日付けで入社した同僚の標準報酬月額と同額である。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間②について、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

申立期間③について、申立人は、Ｂ社に勤務していたことを申し立てている。 

しかしながら、申立期間①で供述のあった同僚は、「Ｂ社が合併することを

機に、自分は同社を昭和 31年７月 14日に退職したが、申立人は、この時点で

は既に同社を退職していた。」と供述しており、申立人自身も、同社の合併に

ついては知らないと供述している。 

また、申立期間②で照会した従業員から、昭和 31年６月 20日に撮影された

Ｂ社の慰安旅行の写真が提出されているところ、同写真に申立人は写っておら

ず、申立人もこの慰安旅行のことを記憶していないと供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間③について、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



東京厚生年金 事案 2944 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：            

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月６日から同年７月 26日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間について、同期間の厚生年金保険加入記録が

無い。同社の採用通知葉書と社員旅行の記念写真があるので、同社に在籍し

ていたことは明らかである。同期間を厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の社員旅行の写真から、申立人が同社に在籍していたことはうかがわれ

る。 

   しかしながら、Ａ社の事業主、事務担当者及び申立人が記憶している同僚は

亡くなっており、これらの者から申立内容に係る事情を聴取することができな

い。このため、社会保険事務所が保管する同社の厚生年金保険被保険者名簿か

ら、申立人の申立期間に加入記録があり、住所を把握できた 20 名に照会した

ところ７名から回答があったが、申立人を記憶している者はいなかった。なお、

このうちの１名は、同社に入社して３か月間は厚生年金保険に加入させてもら

えなかったと回答している。 

また、社会保険事務所が保管する同社の厚生年金保険被保険者名簿に申立人

の氏名の記載は無く、健康保険の番号に欠番も無いことから、申立人の記録が

欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認するための手掛かりは得られなかった。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2948             

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：① 昭和 30年４月１日から 31 年３月１日まで 

            ② 昭和 31年４月 21日から 33年４月まで 

   社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうちの申立期間①及び②について、厚生年金保険の加入記録

が無いとの回答をもらった。いずれも勤務していたのは間違いないので、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の

適用事業所となったのは、昭和 31 年３月１日であり、申立期間において同

社は適用事業所となっていない。 

また、Ａ社の事務所及び事業主の所在がいずれも不明であるため連絡が取

れず、申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

さらに、申立人が氏名を記憶している同僚２名は、申立人が申立期間①に

おいてＡ社に勤務していたことは覚えているとしているが、そのうち、当時

の経理・社会保険事務を担当していたとする同僚１名は、同社では社会保険

関係の届出等については適切に行っており、同社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 31 年３月１日であり、それ以前の期間において保険料

は控除されていなかったと供述している。 

２ 申立期間②について、前記１に記載のとおり、Ａ社の事務所及び事業主の

所在が不明であるため連絡が取れず、申立人の勤務の状況や厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

また、申立人が同社を退職した時期について、「昭和 30年３月にＢ校を卒



業後、すぐにＡ社に入社し、約２年間勤務した。」としているが、Ｂ校では、

同人について、昭和 29 年３月 25 日に卒業したと回答しているほか、当時、

同社の経理・社会保険事務を担当していたとする前記同僚も、申立人は昭和

31年ごろ同社を退職したと供述している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申

立期間②当時、厚生年金保険に加入していることが確認できる従業員４名に

照会したところ、回答があった２名は、申立人のことを記憶しておらず、そ

のうち、上記名簿により、同社における厚生年金保険の被保険者資格を昭和

31年５月１日に取得した１名は、自身が同社に入社した当時、申立人は既に

同社に在籍していなかった旨供述している。 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主によ

る控除について確認できる関連資料や周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①および②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2956 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月 30日から 51 年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間について、加入記録が無い旨の回答をもらった。 

しかし、申立期間当時、Ａ社に勤務していたことは確かなので、申立期間

を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された運転者台帳及び賃金台帳並びに雇用保険の加入記録に

より、申立人が、申立期間当時、同社に勤務していたことは認められる。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時、本人の希望により厚生年金保険に加入させ

ていたとしているところ、社会保険庁の記録により、申立人が、申立期間に国

民年金に加入し、その保険料を納付していることが確認できる。 

また、上記の賃金台帳により、申立人の給与から厚生年金保険料が控除され

ているのは、昭和 49 年７月分の給与のみであり、その他の申立期間について

は、保険料が控除されていないことが確認できる。申立人の 49 年７月分の給

与から厚生年金保険料が控除されていることについて、Ａ社は、当時の担当者

が、厚生年金保険に加入していない申立人から誤って控除したものであり、そ

の後、当該保険料を弁償するため、51 年２月及び同年３月の保険料を申立人

の給与から控除せず、同社が全額負担したと供述しており、申立人に厚生年金

保険の加入記録がある 51 年２月及び同年３月について、賃金台帳の当該２か

月分の給与からは保険料控除されていないことが確認できる。 

さらに、申立人は、昭和 49 年７月分の給与から厚生年金保険料が控除され

たことについて、当該保険料は現金で返還された記憶があるとしており、Ａ社

の主張とは異なるが、申立人の同年７月分の給与から誤って控除された保険料



は、申立人へ返還若しくは弁償されていると考えられる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2957 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者であったことを認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年１月 21日から同年３月１日まで 

             ② 平成９年３月 29日から同年４月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②について、保管して

いた給与明細書では、保険料が控除されているにもかかわらず、厚生年金保

険の加入記録のない期間があることが分かった。 

    このため、申立期間を、厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が所持するＡ社の給与明細書により、申立人は、

平成８年２月の厚生年金保険料を給与から控除されていることが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る申立人の雇用保険の記録における離職日は平成８年１月

20 日となっており、申立人の同社における厚生年金保険被保険者記録と一致

している。 

また、申立期間当時の経理担当役員は、Ａ社の給与の締め日は毎月 15 日で

あったと供述しており、上記、平成８年２月分給与明細書に記載された出勤日

数は５日であることから、申立人は、同年１月 15 日の給与の締め日の５日後

である同年１月 20日に退職したと推認できる。 

さらに、社会保険庁の記録から申立期間にＡ社において厚生年金保険に加入

していたことが確認できる元役員、従業員の中で連絡の取れた７名のうち、６

名は、申立人のことを記憶しているものの、申立人の退職時期については不明

としており、このほかに申立人の勤務実態を確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

   申立期間②について、申立人が所持するＢ社の給与明細書により、同社では



厚生年金保険料を翌月控除していたことが認められ、平成９年３月分の給与明

細書に記載された厚生年金保険料は、同年２月に係る保険料であることが確認

できる。 

また、申立人が所持するＢ社の平成９年分給与所得の源泉徴収票には、退職

年月日が平成９年３月 28 日と記載されており、同社における申立人の雇用保

険記録の離職日（９年３月 28日）と一致している。 

さらに、Ｂ社に係る申立人の厚生年金基金加入員台帳に記載された資格喪失

日（平成９年３月 29 日）と、申立人の同社における厚生年金保険被保険者記

録は一致している。 

加えて、社会保険庁の記録から申立期間にＢ社において厚生年金保険に加入

していたことが確認できる元役員、従業員の中で連絡の取れた５名のうち、４

名は、申立人のことを記憶しているものの、申立人の退職時期については不明

としており、このほかに申立人の勤務実態を確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

一方、厚生年金保険法第 19 条においては「被保険者期間を計算する場合に

は、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した

月の前月までをこれを参入する。」とされており、また、同法第 14条において

は、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とされてい

る。これらのことから、申立人のＡ社における資格喪失日は平成８年１月 21

日、Ｂ社における資格喪失日は平成９年３月 29 日であり、申立人の主張する

申立期間は、厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間において、厚生年金保険被保険者であったと認めることはで

きない。 



東京厚生年金 事案 2958 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月 27日から 39 年２月 22日まで 

    年金問題が騒がれるようになり、平成 20 年６月に、社会保険事務所に

厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に係る厚生年金保険被保

険者期間について脱退手当金が支給されている旨の回答をもらった。 

    しかし、上記の照会を行うまで、脱退手当金という制度があることを知

らなかったし、脱退手当金を受給した記憶もない。 

このため、申立期間について、厚生年金保険の加入記録を回復してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所において、申立人の厚生年金保険資格喪失日

（昭和 39年２月 22日）の前後１年以内に資格喪失した女性従業員の中で脱退

手当金の支給記録がある 20 名について、その支給記録を確認したところ、昭

和 39 年９月 14 日に申立人を含む４名、同年９月 29 日に３名及び同年 12 月

19 日に２名が、それぞれ同日に支給決定されていることを踏まえると、申立

人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高

いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味す

る「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に

計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

７か月後の昭和 39年９月 14日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給

等に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2959 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年３月１日から 34年２月 21日まで 

② 昭和 35年６月２日から 39年 11月７日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

及びＢ社に勤務していた申立期間①並びにＣ社及びＤ社に勤務していた申

立期間②について、脱退手当金が支給されている旨の回答をもらった。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間について、厚生

年金保険の加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間①に係るものと申立期間②に係るものの

２回にわたり支給されたと記録されているところ、２回とも申立人の意思に反

して請求されているというのは考え難い。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号については、申立期間①の２

回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、申立期間②の

２回の被保険者期間は別の番号となっているとともに、申立期間②の後の被保

険者期間は更に別の番号となっていることを踏まえると、それぞれ脱退手当金

を受給したために番号が異なっているものと考えるのが自然である。 

さらに、申立期間①については、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、

申立人の脱退手当金が支給決定されたとする昭和 35 年３月に、脱退手当金の

算定のために必要となる申立人の厚生年金保険被保険者期間及び当該期間に

係る標準報酬月額の合計額をＡ省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答

した記録があるほか、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金制

度創設前であることを踏まえると、申立人が脱退手当金を受給することに不自

然さはうかがえない。 



加えて、申立期間②については、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の

支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、脱退手当金の支給額に

計算上の誤りはなく、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約５か月後の昭和 40年４月 12日に支給決定されているなど、脱退手当金の支

給等に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえないほか、申立人は、申立期

間②を含む 36 年４月から 40 年６月までの期間に係る国民年金保険料を 54 年

に特例納付していることを踏まえると、その時点で申立期間②を厚生年金保険

被保険者期間として認識していたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2977 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 13年５月 13 日から 14 年４月１日までの

期間について、厚生年金保険の被保険者であったと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間のうち、平成 14 年４月 20 日から 15 年５月１日

までの期間について、厚生年金被保険者として厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間    :  ① 平成 13年５月 13日から 14年４月１日まで 

             ② 平成 14年４月 20日から 15年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社、

Ｂ社及びＡ社に継続して勤務していたが、申立期間の加入記録が無い旨の回

答をもらった。この申立期間の厚生年金の加入記録を調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、雇用保険の加入記録から、平成 12 年５月 13 日から平成 15 年６

月 30 日までの期間において、Ａ社及び関連会社Ｂ社に継続して勤務していた

ことは認められる。 

しかしながら、申立期間①については、当時の厚生年金保険法では、被保険

者となり得るのは 65歳未満の者であったため、申立人が 65歳に到達した平成

13年＊月＊日からは被保険者になり得なかった。 

なお、平成 14 年４月１日以降、厚生年金保険法が改正され、被保険者とな

り得る年齢は 70 歳未満とされたため、申立人は、Ｂ社において申立期間直後

の平成 14年４月１日付けで再び厚生年金の被保険者となっている。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人

は、申立期間①において、厚生年金保険の被保険者であったと認めることはで

きない。 

申立期間②については、事業所の回答から申立人が平成 14年４月 20日にＢ

社からＡ社に転籍したことが確認できる。 



しかし、Ａ社から提出された賃金台帳によると、申立人の厚生年金保険料に

ついては、平成 15 年４月まで給与から控除されておらず、同年５月以降は毎

月控除されていることが確認できる。そして、同社は、申立期間当時、申立人

の就業形態が短時間労働であったことなどから、厚生年金保険の被保険者とは

していない旨回答している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2978 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年３月 10日から 24 年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ省

Ｂ局に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同局に勤務

したことは確かなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ省Ｂ局に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申

し立てている。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ省Ｂ局は申立期間において、厚生年

金保険の適用事業所とはなっていない。 

なお、国の事業所の厚生年金保険の適用は昭和 23 年８月１日以降であり、

適用要件は常時５人以上の事業所であるが、申立人の供述によると、当時のＡ

省Ｂ局における従業員数は申立人を含む４人であったとしており、申立期間に

おいて適用要件を満たしていない。 

また、申立人は、給与の支給は手渡しであり、給与明細書をもらっていなか

ったため、申立期間における給与からの厚生年金保険料の控除について、明確

な記憶が無く、このほかに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2979 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年８月 30日から 37 年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の記録が無い旨の回答をもらった。申立期間にお

いてタクシー運転手として家族４人を養っていたことは間違いないので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主は死亡していること及び同社の合併先であるＢ社は、申立期間

当時のＡ社における従業員の在籍に関する資料等を保有していないことから、

申立人の勤務状況の加入状況等について確認することができない。 

また、同社の合併先であるＡ社から提出された、申立期間当時の人事担当者

が同社の従業員の厚生年金保険資格取得日及び喪失日を記載した資料には、申

立人の同社での厚生年金保険資格取得日が昭和 37 年５月１日と記載されてい

る。 

以上のことから、申立人がＡ社に勤務を開始した時期について確認すること

ができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2980 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 12月から 20年 10 月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社で申立

期間に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に、Ａ社に勤務していたと申し立てているが、同社は申

立人が勤務していたことを確認できる資料を保有しておらず、また、申立人が

記憶している事業主及び上司等は既に死亡していることから、申立人の勤務に

ついて確認することができない。 

また、社会保険事務所が保管しているＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿

から、申立期間当時の複数の従業員に確認したが、申立人のことを記憶してい

る者はいなかった。 

さらに、申立人は、同じ学校を卒業し、Ａ社に一緒に就職した同僚のうち一

人について名前を記憶していたが、その同僚は同社における厚生年金保険の加

入記録は無いことが確認できる。 

加えて、申立人は、「申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて覚えていない。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2981 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年４月から 20年３月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｂ工場に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には、

申立期間に学徒動員で勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、同級生 10人と勤労学徒としてＡ社Ｂ工場へ勤務し、昭和 20年４

月 13 日の空襲で工場が焼失した後は、疎開していたと申し立てていることか

ら、旧制中学に在学し、勤労動員学徒として同社に勤務していたことが推認で

きる。 

しかし、社会保険事務所が保管するＡ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保険者

名簿において、申立期間当時、申立人と同年代の従業員の厚生年金保険の加入

記録は無いことから、当該事業所においては、勤労動員学徒については、厚生

年金保険に加入させない取扱いであったことを推認することができる。 

また、申立人は、「申立期間、厚生年金保険料は給与から控除されていなか

った。」と供述している。 

勤労動員学徒については、労働者年金保険法施行令（昭和 16年勅令第 1250

号。昭和 19年６月１日以降は厚生年金保険法施行令）第 10条第３号及び厚生

省告示第 50 号（昭和 19 年５月 29 日）により、厚生年金保険の「被保険者た

らざる者」として指定されている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に



より給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2982 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月１日から 34年 10月 30日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間に

ついて厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答をもらった。 

申立期間当時は、Ａ社が施行業者となって建設されたＢダム、Ｃ発電所及

びＤ飛行場の建設現場で同社の下請けであるＥ班に作業員として勤務した。

厚生年金保険料を控除されていたので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

上司及び先輩の証言から、期間が特定できないものの、申立人がＡ社の下請

けであるＥ班において現場作業員として勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立人は、上記Ｅ班に勤務したと申し立てているものの、事

業所の正式名称を記憶していないため、Ｅ班の責任者氏名等から社会保険事務

所における厚生年金保険の適用事業所について調査を行ったが、該当する事業

所は確認できなかった。   

また、Ｅ班の責任者及び経理担当者は既に死亡し、申立期間の後に、Ｅ班の

責任者が設立した会社も解散していることから、申立人の勤務実態や厚生年金

保険料控除について確認することができない。 

さらに、元請会社であるＡ社Ｆ支店に申立人の勤務実態等について照会した

ところ、「申立人は当社の被保険者台帳などに記録がなく、当社とは直接的な

雇用関係はないと思う。」と回答があった。 

加えて、申立人は、事業主により、毎月、厚生年金保険料が控除されていた

と供述しているが、控除されていたとされる金額は当時の保険料額とは大きく

乖離
か い り

している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除ついて確認でき



る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2983 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 30年４月１日から 34 年６月１日まで 

             ②昭和 34年７月７日から 35年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間①及び②について加入記録が無

い旨の回答をもらった。申立期間①及び②も同社に勤務していたので、厚生

年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②において、Ａ社に継続して勤務していた旨申し

立てている。 

しかし、Ａ社の後継会社であるＢ社では、申立期間①及び②当時のＡ社の従

業員に係る資料を保存していないため、申立人の申立期間①及び②における勤

務の実態や厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができな

いと回答している。 

申立期間①については、申立人は、Ａ社において主に納車業務（整備・修理

車両の顧客への配達等）に従事していたと供述している。 

しかし、申立人が申立期間①当時の先輩であったと記憶している同僚は、「自

分は昭和 33年 11月ごろに営業職としてＡ社に入社したが、申立人は自分より

後に同社に入社したと記憶している」旨供述している。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から申立期間①当時に厚生

年金保険に加入していることが確認できる従業員に照会したところ、連絡の取

れた複数の従業員は、いずれも納車業務と密接な関連があると考えられる整

備・修理等業務に従事していたと供述しているものの、申立人を記憶している

者はいなかった。 



なお、上記従業員のうち、申立期間①当時、Ａ社において申立人と同じ納車

業務に従事していたとしている者はいなかった。 

さらに、申立人がＡ社を退社後に入社したとしているＣ社（現在は、Ｂ社）

が保管する健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、同名簿には同社にお

ける厚生年金保険の被保険者資格取得日のほかに、同社の前の勤務先において

被保険者資格を取得した年月日を記載する欄が設けられているが、申立人に係

る当該欄には昭和 34 年６月１日と記載されており、これは社会保険事務所の

記録と一致する。 

一方、申立期間②については、申立人は、Ａ社に継続して勤務していたと申

し立てているところ、退社時期については明確ではないと供述している。 

また、申立人は、申立期間②当時の上司や同僚を記憶していないため、これ

らの者から申立人の申立期間②における勤務の実態や厚生年金保険料の給与

からの控除について確認することができない。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から申立期間②当時に厚

生年金保険に加入していることが確認できる従業員に照会したところ、連絡の

取れた複数の従業員は、いずれも申立人を記憶していないと供述している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2984 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年８月 31日から同年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には

平成６年８月 31 日まで勤務しており、給与からの厚生年金保険料の控除事

実が確認できる給与明細書を提出するので、申立期間も厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった申立人に係る人事記録により、申立人が同社を退職し

た日は平成６年８月 30日であることが確認できる。 

また、Ａ社から提出のあった健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通

知書の写しにより、事業主が、平成６年８月 31 日を申立人の同社における厚

生年金保険の被保険者資格喪失日として届け出ていることが確認でき、これは

社会保険事務所の記録と一致する。 

さらに、Ｂ健康保険組合の記録では、申立人の健康保険の被保険者資格喪失

日が平成６年８月 31 日であることが確認でき、これは上記社会保険事務所の

厚生年金保険の記録と一致する。 

一方、厚生年金保険法では、第 19条において、｢被保険者期間を計算する場

合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失

した月の前月までをこれに算入する｣とされており、また、同法第 14条におい

て、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とされてい

るところ、申立人の資格喪失日は、上記のとおり平成６年８月 31 日であるこ

とから、申立人の主張する同年８月は、厚生年金保険の被保険者期間とはなら

ない。 



また、申立人は、その保管する２枚の給与明細書により、平成６年８月の給

与から２か月分の保険料が控除されていた記憶がある旨主張している。 

しかし、Ａ社では、申立期間当時の同社における給与の支給については、月

末まで勤務したものと仮定して給与計算を行った上で給与支給日（毎月 25日）

にいったん１枚目の給与明細書を交付し、申立人のように月の途中で退職した

従業員の場合は、その後、退職後の超過支給分を精算した上で２枚目の給与明

細書を交付する取扱いを行っている旨回答している。また、申立期間当時、同

社では、厚生年金保険料の給与からの控除は翌月控除方式であったことから、

申立人のように月の途中で退職した従業員の退職月の給与からは、退職前月の

保険料のみ控除しており、退職月の保険料は控除していなかった旨回答してい

る。 

さらに、社会保険事務所の記録から、Ａ社において平成９年４月１日に厚生

年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認できる従業員に照会した

ところ、「自分は月末日である平成９年３月 31日にＡ社を退職し、退職月であ

る３月の給与から同年２月及び同年３月の２か月分の保険料を控除されたが、

給与明細書は１枚しか交付されなかった」旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2985 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 11月１日から８年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうちの申立期間の標準報酬月額が、実際の給与の総額に相当する

標準報酬月額と異なっていることが分かった。当時の源泉徴収票を提出する

ので、本来の標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における標準報酬月額は、

申立期間前である平成元年 12 月から５年 10月までは 53 万円となっていると

ころ、同年 11 月に被保険者報酬月額変更届に基づく標準報酬月額の随時改定

が行われており、同年 11月から８年２月までの申立期間は 30万円となってい

る。 

しかし、申立期間のうち平成５年11月から６年12月までの期間については、

申立人は、申立内容を裏付ける給与明細書、源泉徴収票等を保管していない。 

また、申立期間のうち平成７年１月から８年２月までの期間については、申

立人から提出のあった当該期間に係る源泉徴収票上の保険料控除額を基に算

定した標準報酬月額は、社会保険庁の申立人に係る標準報酬月額の記録と一致

している。 

一方、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっており、また、同社の事業主は、申立期間当時の従業員に係る

資料を保存していないため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与か

らの控除等について確認することができないと回答している。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録から、申立人と同様に平成５年 11 月



に被保険者報酬月額変更届に基づく標準報酬月額の随時改定が行われている

ことが確認できる従業員が７人いることから、申立人の標準報酬月額の変更の

みが不合理である事情はうかがえない。 

加えて、社会保険庁のオンライン記録では、被保険者報酬月額変更届に基づ

く申立人に係る平成５年 11 月の標準報酬月額の随時改定処理並びに被保険者

報酬月額算定基礎届に基づく申立人に係る６年10月及び７年10月の標準報酬

月額の定時決定処理については、遡及
そきゅう

訂正等の記録も無く、不自然な点は見当

たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主

による給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2986 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年２月ごろから同年５月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務していたの

は確かなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録により、申立人が申立期間のうち、昭和 50 年２月５日から

同年４月９日までの期間にＡ社に勤務していたことは認められる。 

なお、申立人は、申立期間のうち、昭和 50年４月 20日以降は他の事業所に

おいて雇用保険の記録が有り、当該期間のＡ社における勤務を確認することが

できない。 

一方、Ａ社の現在の社会保険事務担当者は、申立期間当時の従業員に係る資

料を保存していないため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与から

の控除について確認することができないとし、申立期間当時、同社では一般的

な取扱いとして、採用した従業員について３か月程度の試用期間を設け、当該

期間は厚生年金保険に加入させないことが多く、その保険料を給与から控除す

ることも無かった旨供述している。 

また、申立人は、申立期間当時のＡ社の同僚を記憶していないため、これら

の者から申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除等につい

て確認することができない。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立期

間当時及びその前後の期間に厚生年金保険に加入していることが確認できる

従業員に照会したところ、複数の従業員が、同社では入社後に試用期間を設け、



当該期間は厚生年金保険に加入させていなかった旨供述している。また、これ

らの従業員が入社したと供述している日から社会保険事務所の同社に係る厚

生年金保険被保険者名簿における厚生年金保険の被保険者資格取得日までの

期間を見ると、いずれも２か月ないし３か月となっていることが確認できる。

さらに、上記従業員のうち１人は、同社への入社から厚生年金保険に加入する

までの期間に厚生年金保険料の給与からの控除は無かった旨供述している。こ

れらのことから、同社では、申立期間当時、採用した従業員について、入社し

てから相当期間経過後に厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を確認した

ところ、申立人の名前は記載されておらず、健康保険番号に欠番が無いことか

ら、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2987 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年７月１日から 27年 12月 20日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をも

らった。当時、昭和 26年６月から申立期間を含め 29年９月までの期間は海

外で勤務していたが、同社に在籍していたのは確かなので、厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社から提出のあった在籍証明書により、申立人が申立

期間にＡ社に勤務していたことは認められる。 

しかし、Ｂ社では、申立期間当時の従業員に係る資料を保存していないため、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認する

ことができないと回答している。 

一方、申立人は、その保管する旅券において、海外勤務のための出国日が昭

和 26 年６月３日であることが確認でき、社会保険庁のオンライン記録では、

その翌月である同年７月１日にＡ社における厚生年金保険の被保険者資格を

喪失し、27年 12月 20日に被保険者資格を再取得していることが確認できる。 

そこで、申立人が記憶していたＡ社の同僚で、申立期間当時、申立人と同様

に海外で勤務していたと供述している２人について、社会保険事務所の同社に

おける厚生年金保険の加入記録を見ると、それぞれ海外勤務期間中の昭和 27

年10月１日及び25年８月１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している

ことが確認できるが、いずれも申立人と同日の 27 年 12月 20 日に被保険者資

格を再取得していることが確認できる。 

また、これら同僚のうち１人は、海外勤務に伴いＡ社における厚生年金保険



の被保険者資格を喪失してから申立人と同日の昭和 27 年 12月 20 日に被保険

者資格を再取得するまでの期間に、厚生年金保険料の給与からの控除は無かっ

たと思う旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立期間当時、Ａ社では、当初、海外勤務期

間中は従業員を厚生年金保険に加入させない取扱いを行っていたが、その後、

昭和 27 年 12月 20 日時点で海外において勤務していた従業員を同日にまとめ

て厚生年金保険に加入させたものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 2994                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住     所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 12月１日から７年３月 26日まで 

    厚生年金保険の加入状況について、社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除

されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している上、平成７年３月

26 日付けで厚生年金保険の資格が喪失されていることが分かった。同社で

は、夫は代表取締役であったが、社会保険事務所の行った社会保険関係の

事務手続については全く関与していなかったので、申立期間の標準報酬月

額を正しい記録に訂正してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として在職し、厚生年金保険の

被保険者であったことが、社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記簿謄本

により認められる。 

また、Ａ社が平成７年４月６日に社会保険事務所に提出した健康保険・厚生

年金保険資格喪失届により、申立人を含むすべての厚生年金保険の被保険者が

同年３月 26 日にさかのぼって資格喪失し、同日に同社が適用事業所でなくな

っているほか、申立期間の標準報酬月額についても、平成５年 12 月１日にさ

かのぼって減額処理が行われていることが確認できる。 

一方、その当時、申立人が会社の経営全般に関与していたとの従業員の供述

から、申立人は、これらの厚生年金保険関係の事務に関与していたものと推認

され、申立期間についても標準報酬月額の減額に同意していたものと考えるの

が自然である。 



これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

社会保険事務所に健康保険・厚生年金保険資格喪失届を提出していながら、当

該標準報酬月額の減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上

許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 



東京厚生年金 事案 3003 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年 11月 30日から同年 12月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。Ａ社には平成 13 年 11

月 30 日まで在籍していたので、申立期間について厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてＡ社に在籍しており、厚生年金保険の被保険者であ

ったはずと申し立てている。 

しかし、Ａ社の事業主は、申立人はパート契約の社員であり、平成 13年 11月に

ついては勤務実績が無かったと供述しており、このことは、同社保管の申立人の給

与支給明細書（控）の出勤日数及び勤務時間欄に勤務実績の記載が無いことからも

裏付けが取れる上、申立人も、当該月に関しては、同社には出勤しなかったことを

認めている。 

また、上述の給与支給明細書（控）から、平成 13年 11月分の厚生年金保険料に

ついて、給与から控除されていないことが確認できる。 

さらに、Ａ社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失通知書には、

申立人の退職日は平成 13 年 11 月 29 日、資格喪失日は同年 11月 30 日と記載され

ているほか、雇用保険の加入記録も社会保険庁の記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間における申立てに係る事実を確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金  事案 3004 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月  日 ： 昭和 11年生 

住        所 :   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年４月ごろから 30年６月６日まで 

② 昭和 30年７月６日から 31年４月１日まで 

③ 昭和 31年４月１日から同年６月 25日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

Ｂ工場に勤務していた期間のうち申立期間①、②の期間、及びＣ社に勤務し

ていた期間のうち申立期間③について、厚生年金保険の被保険者記録が無い

との回答をもらった。 

申立期間①は高校在学中だったがアルバイトとして、申立期間②は高校卒

業後、それぞれＡ社Ｂ工場に勤務していた。また、申立期間③も間違いなく

Ｃ社に勤務していたので、すべての申立期間について厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間①及び②について、Ａ社の回答では、「保管している社会保険台

帳の写では、申立人は厚生年金保険被保険者資格を昭和 30 年６月６日に取

得し、同年７月６日に喪失した記録となっている。また、申立期間①当時ア

ルバイトは厚生年金保険に加入させていなかった。このほかに申立期間①及

び②の期間における雇用状況や厚生年金保険の加入状況等に関する資料等

を保管していない。」としている。 

また、申立人は、申立期間①及び②当時のＡ社Ｂ工場における同僚等を記

憶していないことから、社会保険事務所の同社に係る厚生年金保険被保険者

名簿により申立期間①及び②当時、厚生年金保険に加入していることが確認

できる複数の従業員に照会したところ、連絡の取れた３名の従業員は、「申

立期間①及び②に申立人が同社に勤務していたことは記憶に無く、当時同社



ではアルバイトについては厚生年金保険に加入させていなかった。また、厚

生年金保険の未加入期間については、厚生年金保険料の控除はしていなかっ

た。」と供述している。 

２ 申立期間③について、Ｃ社における従業員の供述により、申立人は、当該

期間も同社に勤務していたことを推認することができる。 

しかし、Ｃ社の回答では、「申立期間当時の従業員に関する資料等を保管

していないこと等から、申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除等につ

いては確認することができない。」としている。 

  また、申立人はＣ社において一緒に勤務していた同僚等を記憶していない

ことから供述が得られず、申立人の申立期間③当時の勤務状況や厚生年金保

険の適用状況等について確認することができない。 

さらに、Ｃ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿により申

立期間当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員へ

の照会結果では、連絡の取れた５名のうち１名は、「申立人とは同期入社で

あり、申立期間当時も同社に在籍していたと思うが、申立人の同社における

厚生年金保険料の控除等については分からない。」としている。ほかの４名

は、「申立人のことは記憶に無いものの、申立期間当時同社では入社後すぐ

に厚生年金保険に加入させておらず、３か月ぐらいの試用期間があり、厚生

年金保険に加入していない期間は、厚生年金保険料の控除は無かった。」と

供述している。 

３ このほか、申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



東京厚生年金 事案 3005 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年９月１日から 53年３月 31日まで                        

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

Ｂ支社Ｃ営業所に昭和 52 年９月１日から 53年３月 31 日まで勤務していた

申立期間の記録が無いとの回答をもらった。外務員試験に合格し、数か月間、

同営業所に勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ支社（Ｃ営業所の人事管理担当機関）から提出された、採用年月及び

退職年月等が記載された外務人事カ－ドにより、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52年 10月１日から 53年１月 31日まで同社に勤務していたことは認めら

れる。 

しかし、Ａ社Ｂ支社の回答では、「保管している外務人事カ－ドにより、申

立人は直接雇用では無く、委託契約として在籍していたため厚生年金保険には

加入させておらず、その間の厚生年金保険料の控除をしていない。」としてい

る。 

また、申立人は、Ａ社Ｂ支社Ｃ営業所において一緒に勤務していた２名の同

僚を記憶しているところ、連絡の取れた１名は、「申立人のことを記憶してい

るものの、申立人の入退社時期や厚生年金保険の適用状況等については記憶に

無い。」と供述している。 

さらに、Ａ社Ｂ支社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿によ

り申立期間当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員

に申立人の厚生年金保険の加入状況等について確認したものの、申立期間に申

立人が同社に勤務していたことを記憶している従業員はいなかった。 



加えて、申立人は申立期間において夫に扶養されていたと供述しており、社

会保険事務所の記録から、申立期間のうち、昭和 52 年 10 月から 53 年８月ま

での期間において国民年金に加入しており、その保険料を納付していることが

確認できる上、申立期間における申立人の雇用保険の加入記録は無いことが確

認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 3006 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年５月 21日から同年６月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社）に勤務していた昭和 60 年４月１日から平成 12 年５月 31

日までの期間のうち、申立期間の記録が無いとの回答をもらった。当該期間

はＣ国の現地法人に出向はしていたが、12 年５月末日まで同社には勤務し

ていたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答では、「保管していた厚生年金保険被保険者喪失確認通知書によ

り、申立人は厚生年金保険被保険者資格を平成 12年５月 21日に喪失しており、

また、申立人から提出された同年３月 15 日付けの退職願により、申立人は自

己都合で同年５月 20日に退職していることが確認できる。」としている。 

また、申立人は、Ａ社において一緒に勤務していた同僚等を記憶していない

ことから供述が得られず、申立人の申立期間における勤務状況や厚生年金保険

の適用状況等を確認することができない。 

さらに、申立人に係るＡ社における雇用保険の加入記録は厚生年金保険の加

入記録と一致しており、申立期間における申立人の雇用保険の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金  事案 3007 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月  日 ： 昭和 12年生 

住        所 :   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月１日から 31年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた昭和28年４月１日から31年７月１日までの申立期間の記録

が無いとの回答をもらった。中学卒業時に縁故入社し、住み込みで勤務して

いたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人のＡ社における同僚等の供述により、申立人は、期間は明確でないも

のの、申立期間当時、同社に勤務していたことを推認することができる。 

しかし、社会保険事務所の記録から、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 30年９月１日であることが確認できる。また、同社は、平成 16

年６月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっていること、当時の事業主

は死亡していること、及び申立期間当時の役員等の連絡先が不明であること等

から供述が得られず、申立人の申立期間当時の勤務の実態や厚生年金保険の加

入状況等について確認することができない。 

また、申立人がＡ社において一緒に勤務していたと記憶している同僚２名の

うち１名は、「自分は昭和 27年に入社し、申立人より先であり、職種は営業職

であった。また、申立人のことを記憶しているものの、申立人の勤務期間や厚

生年金保険の加入状況等については分からない。」とし、ほかの１名は「自分

は昭和 21 年に入社し、職種は営業職であった。また、申立人が勤務していた

ことを記憶しているものの、会社を突然退職したことは記憶しているが勤務期

間や厚生年金保険の加入状況等については分からない。」と供述しているとこ

ろ、当該２名の同僚の厚生年金保険被保険者資格の取得日は、社会保険事務所

の厚生年金保険被保険者名簿から、同社が厚生年金保険の適用事業所となった



30年９月１日と同日であることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿により申立

期間当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員のうち、

連絡の取れた１名は、「申立人の氏名を記憶しているものの、自分は工場勤務

であったので申立人の勤務期間や厚生年金保険の加入状況等については分か

らない。」と供述している。 

このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 3012       

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男      

    基礎年金番号 ：            

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生    

    住    所 ：       

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年６月１日から同年７月 1日まで 

             ② 昭和 50年９月１日から 51年４月１日まで 

             ③ 昭和 59 年１月１日から同年 11 月 1 日まで又は

60年１月１日から同年 11 月 1日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務した期間、Ｃ社に勤務した期間及びＤ社に再入社として勤

務した期間の加入記録が無かった。これらの３つの期間においても、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人の保管する辞令及び名刺から、期間は明ら

かでないものの、申立人がＡ社に勤務していたことが推認できるが、同社は、

当時の資料が無いため、申立期間①における申立人の勤務状況、厚生年金保

険料の控除等について確認することができないと回答している。 

また、申立人が記憶している上司１名とは連絡が取れず、申立人の勤務状

況、厚生年金保険料の控除等について確認することができない。      

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立

期間当時被保険者であったことが確認できる従業員に照会したところ、連絡

の取れた４名全員が、申立人と所属支店又は所属部署が異なるため、申立人

のことを記憶していないとしている。このうち申立人と同じ営業職であった

２名は、同社には３か月間の試用期間があり、厚生年金保険に加入するまで

の期間において厚生年金保険料は控除されていなかったと供述している。 

このほか、申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



 ２ 申立期間②については、申立人の保管する名刺から、期間は明らかでない

ものの、申立人がＣ社に勤務していたことが推認できるが、社会保険事務所

の記録では、同社は、昭和 51年 12月１日に厚生年金保険の適用事業所とな

っており、申立期間当時は、厚生年金保険の適用事業所でないことが確認で

きる。 

また、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当時

の事業主とは連絡が取れず、申立期間における申立人の勤務状況、厚生年金

保険料の控除等について確認することができない。 

さらに、申立人は、当時の上司、同僚等の氏名を記憶しておらず、申立人

の勤務状況、厚生年金保険料の控除等について確認することができない。      

加えて、社会保険事務所のＣ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から厚生

年金保険の適用事業所となった昭和51年12月１日に被保険者であったこと

が確認できる複数の従業員に照会したところ、１名は、厚生年金保険に加入

した昭和51年12月１日以前に厚生年金保険料の控除は無かったと供述して

いる。     

このほか、申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

  ３ 申立期間③については、Ｄ社は、当時の資料が無いため、申立期間におけ

る申立人の勤務状況、厚生年金保険料の控除等について確認できないと回答

している。 

また、申立人は、当時の上司、同僚等の氏名を記憶しておらず、申立人の

勤務状況、厚生年金保険料の控除等について確認することができない。   

さらに、社会保険事務所のＤ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立

期間当時被保険者であったことが確認できる複数の従業員に照会したとこ

ろ、連絡の取れた７名全員が、申立人のことを記憶していないと供述してい

る。    

加えて、申立人は、申立期間③において国民健康保険の被保険者となって

いる上、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付している。  

このほか、申立期間③に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



東京厚生年金 事案 3014           

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年４月から 33年６月まで 

    Ａ社に勤務していた期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。同期

間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が当時の同僚と記憶している１名及び従業員１名の供述により、勤務

期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、上記の当時正社員であった同僚は、申立人を記憶しており、

申立人について、配達員のアルバイトだったのではないかと回答している。ま

た、他の同僚１名は、申立人を記憶しておらず、配達業務を行っていたのは定

時制高校の学生であったことから、申立人については、アルバイトだったので

はないかと回答している。 

また、社会保険事務所で保管している同社に係る厚生年金保険被保険者名簿

から、申立期間当時に勤務している 15 名に照会したところ、９名から回答が

あったが、これら９名はすべて正社員の営業・宣伝業務または事務職の職員で

あり、アルバイトで勤務していた者からの回答は無かった。このことから、同

社で資格取得している者には、アルバイトはいなかったことがうかがえる。 

このほか、上記被保険者名簿には申立人の氏名の記載は無く、健康保険の番

号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 3015             

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年３月から 38年５月まで 

    Ａ社に勤務していた期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。同期

間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に昭和 34年３月から勤務していたと、申し立てている。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社は厚生年金保険

の適用事業所としての記録はなく、同社があったとされる地区に同一名称（１

事業所）及び類似名称（２事業所）の適用事業所が存在するものの、各事業所

の厚生年金保険被保険者名簿の記録を確認したところ、これらの事業所は、申

立人が記憶している同社の住所及び業種と相違しており、また、申立人、事業

主及び申立人が記憶している同僚の氏名も見当たらないことから、いずれも同

社とは別の事業所であることが確認できる。 

また、商業登記簿によると、Ａ社があったとされる地区には、同一商号の事

業所は３か所（うち１か所は、上記適用事業所）あるものの、これらの事業所

は、申立人が記憶している同社の住所・業種・代表者の氏名等とは相違してお

り、いずれも同社とは別の事業所であることが確認できる。 

さらに、申立人は、Ａ社の事業主の氏名を記憶しているが、生年月日や住所

等が不明なことから同人を特定し照会することができず、申立人は、同僚３名

の姓のみを記憶しているが、これらの者については、姓のみの記憶のため、連

絡先を把握することができないことから、申立人の勤務実態等について事情を

聴取することができない。 

加えて、申立人は、Ａ社の同僚１名が同社を退職後、別の事業所を設立し、

同氏から引き抜かれる形で、当該事業所に転職したと供述しているが、同氏に



ついても同社の厚生年金保険の加入記録は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 3016              

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和３年生   

    住    所 ：  

        

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年 11月１日から 32年２月１日まで 

             ② 昭和 32年８月１日から同年 10月１日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間①及び②について、厚生年金保険の加入記録

が無い。同社には、継続して勤務していたので、同期間について厚生年金

保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人と同時期に入社した同僚及び従業員の供述から、

申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。  

しかしながら、Ａ社の社会保険事務担当者は、「申立期間当時は、試用期間

が３か月程度あり、試用期間経過後に従業員を厚生年金保険に加入させており、

試用期間中には厚生年金保険料は控除していなかった。」と回答している。 

また、社会保険事務所が保管している同社の厚生年金保険被保険者名簿から、

申立期間②とほぼ同時期に厚生年金保険加入記録が空白となっている６名に

文書照会したところ、５名から回答があり、このうちの１名の回答から、当該

従業員の入社時期は、同社で被保険者資格を取得した時期の約３か月前である

旨の回答があった。なお、同期間に保険料控除があったかどうかは分からない

とのことである（残り４名は、入社時期と被保険者資格取得時期の相違の有無

等について記憶が無いと回答。）。 

さらに、Ａ社の被保険者名簿から当時の加入記録のある従業員 11 名に文書

照会し、うち７名から回答を得たが、このうちの１名は、「同社で被保険者資

格を取得した時期は、同社に入社した２か月間経過後である。」と回答してい

る。なお、同期間に保険料控除があったかどうかは分からないとのことである

（残り５名は、入社時期と被保険者資格取得時期の相違の有無等について記憶



が無いと回答。１名は親族から死亡と回答あり。）。 

加えて、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、申立期

間当時の事業主は既に死亡しているため、申立内容に係る事情を聴取すること

ができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る事業主による厚生年金保険料の控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

申立期間②について、申立人と同時期に入社した同僚及び従業員の供述から、

申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者

名簿によると、申立期間当時に在籍していた従業員 31名のうち、24名が申立

人が資格喪失した時期と同月または前月に資格喪失しており、当該 24 名のう

ちの９名が申立人とほぼ同時期に資格を再取得していることが確認できる。 

また、当時のＡ社の社会保険事務担当者は、「当時の資料が無いため、明確

なことは言えないが、事業所の経営が苦しい時期が確かにあり、その時に、保

険料の支払に困って従業員を厚生年金保険から脱退させたことは否定できな

い。なお、被保険者資格を喪失させている期間は、厚生年金保険料を控除して

いない。」と回答している。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名簿か

ら、申立期間とほぼ同時期に厚生年金保険加入記録が空白となっている６名に

文書照会したところ、うち５名から回答があり、このうちの２名は、申立期間

当時に、事業所の経営が苦しい時期があり、事業所が保険料の支払に困って資

格喪失させたのではないかと回答している。なお、空白期間に保険料控除があ

ったかどうかは分からないとのことである（残りの３名は空白期間がある理由

及び保険料控除についても不明と回答。）。 

加えて、Ａ社は既に適用事業所に該当しておらず、当時の事業主は既に死亡

しているため、申立内容に係る事情を聴取することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る事業主による厚生年金保険料の控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 3017         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 12月 25日から 37 年 10月ごろまで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社は、昭和 36 年

７月 22 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、申立期間の

うち、同年７月 23日以降の約１年３か月は適用事業所となっていない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿によると、

当該名簿に記載のある従業員 22 名のうちの 21 名が昭和 35 年 12 月 25 日に資

格を喪失しており、残りの１名は、36年７月 22日に資格を喪失していること

が確認できる（当該１名の従業員の連絡先は把握できないため、申立期間にお

ける申立人の勤務状況や厚生年金保険の取扱い状況について、確認することは

できない。）。 

さらに、昭和 35年 12月 25日付けで資格を喪失している上記 21名のうちの

１名は、「自分が一人で、Ａ社の同年 12 月末時点の倒産及び会社整理を行っ

た。」と供述しているところ、同社の地域を管轄する法務局に商業登記簿謄本

を資料請求したが、閉鎖登記簿を含め保管されておらず、当時の状況について

確認することができない。 

加えて、複数の従業員が、Ａ社において大多数の被保険者が資格喪失してい

る昭和 35 年 12月 25 日の数か月前から、事業所の経営が苦しくなってきてい

たと供述していることから、申立期間には同社の業務は行われていなかったこ

とがうかがわれる。 



そして、Ａ社は既に適用事業所に該当しなくなっており、事業主も死亡して

いることから、申立期間当時の申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱い状

況を聴取することができない。 

また、申立人の同僚の供述により、Ａ社の社会保険事務担当者及び経理担当

者の氏名が判明したものの、連絡先を把握できず、申立期間の申立人の勤務状

況や厚生年金保険の取扱い状況について、聴取することができない。 

このほか、社会保険事務所が保管するＡ社の下請会社の厚生年金保険被保険

者名簿も確認したが、申立人の氏名は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 3018           

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年７月 18日から 33 年５月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同社には継続して勤務していたので、同期間を厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に勤務していた複数の同僚の回答から、申立人は、申立期間に同社に勤

務していたことは認められる。 

しかしながら、申立期間当時の事業主は、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事

業所ではなくなっており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いに関す

る資料は保存しておらず、また、申立人についての記憶も無いと回答している。 

また、申立期間当時、Ａ社で継続して勤務していた従業員等は、厚生年金保

険被保険者名簿及び複数の同僚、従業員の供述により、申立人を含めて 21 名

いるところ、このうち、申立期間に厚生年金保険の加入記録が無い者は、申立

人を含めて５名いるが、これら５名の従業員に空白期間があることについて、

事業主及び社会保険事務担当者は、いずれも申立期間当時のことを記憶してお

らず、理由は分からないと回答している。 

さらに、Ａ社の社会保険事務担当者は、申立期間中に厚生年金保険の加入記

録が無い申立人を含む５名が、昭和 33 年５月１日以降、再度、厚生年金保険

の資格を取得していることについて、そのような取扱いを行ったことを記憶し

ておらず、理由は分からないと回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る事業主による厚生年金保険料の控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、 



  申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 3036 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 1月５日から 46年 12月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ組

合に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同組合に

勤務していたのは確かなので、当該期間に厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ組合に勤務していた当時に使用していたとする自身の身分証明

書及び名刺を保管している上、同組合の専務理事及び申立期間当時に同組合で

厚生年金保険に加入していた従業員３人から、申立人が申立期間のころに同組

合が発行している業界紙の編集業務に従事していた旨の供述が得られた。これ

らのことから、申立人は申立期間において当該事業所で勤務していたことは認

められる。 

しかしながら、申立人の雇用保険の加入記録で、同組合に係る記録が確認で

きない上、前述の専務理事は、Ａ組合に申立当時の関係書類が保存されておら

ず、当時の担当者も既に死亡していると供述していることから、申立人が同組

合に勤務していた期間や給与からの保険料控除の有無を確認することができ

ない。 

また、申立人が自身と同じく編集業務に携わっていたと記憶している同僚３

人のうち、同組合の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には前述の専務理事を

除く二人の加入記録が確認できない上、申立人は当該二人の姓のみしか記憶し

ていないことから、当該二人を特定することができず、これらの者から申立人

の勤務期間、厚生年金保険料の控除等を聴取することや、同僚自身の厚生年金

保険の加入状況を確認することができない。 



さらに、前述の専務理事は、Ａ組合では、正社員は全員厚生年金保険、健康

保険及び雇用保険に併せて加入させていたとも供述しているが、前述のとおり

申立人の雇用保険の加入記録は確認できない。また、社会保険庁のオンライン

記録から、申立人が、申立期間を含む昭和 42 年３月から 47年３月まで国民年

金に加入し、43 年４月以降の期間の国民年金保険料を納付していたことが確

認できることなどから、申立人は、同組合で勤務していたものの、厚生年金保

険に加入していなかったものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。  



東京厚生年金 事案 3037 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 昭和 51年５月から 52年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間が未加入である旨の回答をもらった。当該期間はＡ（正式な名称は不明）

に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書から、申立期間のう

ち昭和 51 年５月１日から 52 年３月 20 日までの期間において、申立人がＡに

勤務していたことが確認できる。 

一方、申立人が供述する事業所の所在地を管轄する法務局が保管する商業登

記簿から、当該所在地と同一の場所で「Ａ社」が登記されていることが確認で

きるが、その設立の日は申立期間後の昭和 53 年８月 23 日付けである。また、

前述の雇用保険加入記録の事業所名称に法人の種類が記載されていないこと

から、申立人が勤務していたとする事業所が、申立期間当時は個人経営の事業

所であったと推認できる。 

なお、社会保険事務所における記録では、Ａ事業所及びＡ社のいずれの名称

でも申立期間を含めたすべての期間において、厚生年金保険の適用事業所とな

っていない。 

また、Ａ事業所及びＡ社の事務を担当していた社会保険労務士は、「当該事

業所の労働保険の手続を手伝っていたことがあるが、事業主から、厚生年金保

険は手続をしないようにとの指示があった。」と供述している。 

さらに、Ａ事業所及びＡ社の事業主は既に死亡しており、当時の役員等から

も回答が得られない上、申立期間当時にＡ事業所に勤務していたとされる同僚

やその他の従業員を特定することができず、これらの者から申立人の勤務期間



や厚生年金保険料の控除等の状況について確認することができない。 

加えて、社会保険庁の記録から、申立人が、申立期間のうち昭和 51 年９月

30 日以降について、国民年金に任意加入し、その保険料をすべて納付してい

ることが確認できる。 

このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことについて、明確な記憶が無く、また、これを確認できる

関連資料や周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 


